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意見書の要旨 
 

東京都市計画地区計画千歳烏山駅周辺地区地区計画の変更に係る都市計画の原案を、令和８（２０２６）年 1 月２２日から令和８（２
０２６）年２月５日まで２週間の公告の縦覧に供し、都市計画法第１６条第２項の規定により、令和８（２０２６）年２月１２日まで３
週間意見書の受付を行ったところ、地区計画区域内の土地所有者等から３０通（２９名）の意見の提出があった。なお、地区計画区域外
にお住いの方からは１８６通（１８３名）の提出があった。その意見書の要旨は次の通りである。 

 
A 地区計画区域内の土地所有者等からの意見要旨  

名称 主な意見書の要旨 世田谷区の見解 
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１．地区計画の原案に関する意見 
１-１地区計画の計画策定の経緯に関するもの 
（１）経緯について 
① 
・京王線の高架化に伴う駅前再開発で千歳烏山駅の位置を決め

た時から不満であり、当初から高層マンション計画の思惑が
あったと思う。高架化及び駅前再開発と補助２１６号線の３
つを合わせて計画していたはずだが、まとめて説明してこな
かった責任は重いと感じる。千歳烏山駅周辺には区が所有し
ている区民センター等の土地があるにもかかわらず、それら
を一切利用せず残すことを前提に計画し、住んでいる人を追
い出して作るというのは疑問しかない。 

② 
・地権者の方々の必死な訴えや住民の不安や疑問に向き合う姿

勢がない区の対応では説明会はアリバイ作りであると思わざ
るを得ない。 

１．地区計画の原案に関する意見 
１-１地区計画の計画策定の経緯に関するもの 
（１）経緯について 
①～④ 

令和３（２０２１）年６月における地区計画の策定に当たっ
ては、京王線の連続立体交差事業や駅前広場、補助２１６号線
の事業化を契機とした街づくりの経緯や目標、方針等を示し、
説明会の開催や資料公表等を通じて周知を図ってまいりまし
た。 

市街地再開発事業につきましては、令和７（２０２５）年１
月の報告会以前から、区ホームページにおいて「準備組合ニュ
ース」等の掲載、区の発行物への情報掲載、オープンハウスの
実施等により情報発信を行ってまいりました。 

また、再開発準備組合におきましては、令和７年（２０２
５）５月に情報発信拠点として「ちとからプラザ（南烏山５丁
目１１番）」を開設し、パネル展示等における情報発信を実施
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③ 
・この計画は、⾧年地域を支えてきた住民や烏山の地域性を十

分に考慮しているのか疑問である。メリット・デメリットの
説明が不十分なため、現状の計画には反対する。 

④ 
・地区計画変更の手順・決め方に問題がある。令和７（２０２

５）年１月の説明会で高層マンションが建つことを知り、地
権者の中にも同様の人が複数いた。区の説明では、「１０年
前から勉強会を始め地権者の７割が同意している」という説
明のみで、市街地再開発事業が決まった経緯は答えていな
い。全ての地権者、地区計画区域内の住民に対して情報提供
もなく面談もせず、意見を丁寧に聞いてこなかった区、準備
組合、不動産会社の進め方に問題がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

しているほか、地元の夏祭りでの活動紹介ブースの出展など、
様々な機会を通じて情報発信等を行ってきております。 

区としましては、引き続き区ホームページや街づくりニュー
ス等での情報発信に加え、「街づくり情報交換会」等の開催を
通じて地権者や周辺住民の皆様への情報提供・理解促進に取り
組むとともに、再開発準備組合に対しても、「ちとからプラ
ザ」等を通じて丁寧な対応が図られるよう必要な指導・助言を
行ってまいります。 
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⑤ 
・令和７（２０２５）年３月末に高層マンションが建つことを

初めて知るまでは、京王線の高架化、バスロータリー、補助
２１６号線道路工事などをなんとなく聞いていたが、一貫性
のある説明や、立ち退きの説明は全く受けていないし、情報
もない。すべての地権者に丁寧な説明、情報の提供、面接を
行わず、私たちの意見を聞いてこなかった区・準備組合・デ
ベロッパーには問題がある。 

⑥ 
・（市街地再開発事業の）区域が自宅まで広がるとき、区は地

権者に経緯の説明もしておらず、同意も得ていない。いつの
まにか決定されていた。私の家まで再開発に関係してくるこ
とも、知らないうちに決まっていた。そう思われても仕方が
ないくらい、区はアナウンスをしなかったため、納得がいか
ない。 

⑤⑥ 
駅前広場及び南側地区における市街地再開発事業の検討区域

につきましては、まちづくり勉強会において、当初、駅前広場
を除く南側地区を対象として検討が進められてきました。 

こうした中、まちづくり準備会の設立に向けた検討の熟度が
高まる中で、駅前広場を含めた区域を対象とした市街地再開発
事業として検討が行われ、令和２（２０２０）年１２月のまち
づくり準備会設立以降は駅前広場を含む区域として検討が進め
られております。 

また、区では、こうした検討の積み重ねの中で、区域内の皆
様に対し、適宜「かわら版」や「ニュース」等を発行し、周知
及び情報発信に努めてまいりました。 

（２）進め方について 
① 
・防災施設、自転車の駐車場や公共施設の問題もあることか

ら、第一種市街地再開発事業を見直し、地権者のほかに地域
住民、専門家、行政を交え町づくりの在り方を再検討して欲
しい。 

 

（２）進め方について 
①～③ 

第一種市街地再開発事業は、市街地再開発事業を行おうとす
る区域の地権者が再開発準備組合を組織し、地権者による合意
形成を前提に進められる制度です。 
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② 
・本計画は、ほぼ当事者である地権者、デベロッパー、開発コ

ンサルタント、行政のみで進められ、地域住民や烏山に集ま
る人たちの心情や考えを聞かずに行っているといってもよ
い。「都市計画原案」を提出してから住民説明会などを催し
て、体制を整えているとしか思えなく、地域に寄り添ってい
ない。周辺住民を無視したやり方だと感じており、計画に反
対である。 

③ 
・地権者全員の話し合いの場と、区⾧との面談の場を設けるこ

とが必要で、これを強く要望する。 
 

区域内の一定数の同意が図られた上で、再開発準備組合が具
体化した準備組合案について周辺住民の皆様へ説明するという
流れで進められています。 

区では、準備組合案が区に提出される以前の令和５（２０２
３）年頃から再開発準備組合が発行した「準備組合ニュース」
等の区ホームページへの掲載、区が発行する街づくりニュース
への掲載やオープンハウスの実施などにより、周知等を行って
まいりました。また、令和７（２０２５）年１１月と１２月に
は、周辺住民の皆様と市街地再開発事業について意見交換を行
う「街づくり情報交換会」も開催しているところです。今後も
引き続き、「街づくり情報交換会」を通じ、千歳烏山駅周辺全
体の課題も含め、検討を進めてまいります。 

再開発準備組合においても、地権者全員に参加を呼びかけ、
再開発準備組合の加入・未加入に関わらず、参加できる場を令
和８（２０２６）年３月末にも設け、引き続きこのような場を
設けていくと伺っております。区としましては出来る限り多く
の地権者の理解のもと、事業が進められることが重要と考えて
おり、より多くの地権者の合意が得られるよう再開発準備組合
に対して求め、必要な指導・助言を行ってまいります。 

④ 
・この計画は烏山の街を大きく変える。その大変さを、区はど

のように考えているのか説明がない。区は、民間の地権者に
よる再開発事業であるため、下北沢のように住民と対話をし
ながら進めていけないという説明である。公共事業としての
区の責任はないのか。 

 

④ 
市街地再開発事業の主体は地権者を中心とする再開発準備組

合である一方、区は、都市計画を通じて、公共的空間の創出や
維持、防災性、回遊性、安全性の向上など、地域全体に資する
効果が図られるよう関与していく立場であると考えています。 

区は、令和３（２０２１）年６月に本地区の地区計画を策定
し、駅前広場南側地区について、魅力ある駅前商業地の形成及
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び建築物の敷地の統合を促進し、土地の合理的かつ適正な高度
利用と防災性の向上を図ることを位置づけました。 

市街地再開発事業は、本来、公共性の高い取組みであること
が求められる事業です。 

本地区においては、この度の地区計画の変更により、誰もが
利用でき、回遊性のある魅力的で安全な歩行者空間や、にぎわ
いの創出に寄与する広場等の地区施設を位置づけることとして
おり、本市街地再開発事業の公共性が具体的に担保されると認
識しています。 

こうしたことから、公共的空間の利活用などにつきまして
は、区が設置している街づくりの情報共有・意見交換の場であ
る「ちとからまちづくりフォーラム」の取組みにより、専門家
も交えながら再開発準備組合はもとより、周辺住民の皆様やま
ちづくり活動団体の皆様とも対話を図りながら、本地区の地区
計画の目標に定める「駅南北の交流と人々が集う魅力あふれる
まち」の形成に向けて取り組んでまいります。 

１－２ 地区計画の目標に関するもの 
（１）地区計画について 
① 
・地区計画の変更について、安全性、利便性、防災性、にぎわ

いの創出といった多面的な課題に応えていると思う。具体に
は、駅前広場の整備や補助２１６号線と連動した歩行者空間
の確保や壁面後退による歩道状空地の確保など、歩行者が安
全で快適に歩行している姿が想像できるほか、防災広場・オ
ープンスペースの確保により災害時に安全で対応力の高い地
域になること、にぎわいの確保による地域経済の活性化や防

１－２ 地区計画の目標に関するもの 
（１）地区計画について 
①～③ 

千歳烏山駅周辺地区は、「世田谷区都市整備方針（平成２６
（２０１４）年４月）」において、地域外に居住する区民も多
く利用する「主要な地域生活拠点」に位置づけており、商業・
サービス、交流などの機能が充実した、区北西部において中心
となるにぎわいの拠点を目指しております。 

京王線の連続立体交差事業等により、街が大きく変化する
中、都市整備方針に掲げる「にぎわいの拠点」を形成するた



 

６ 

犯の向上にも役立つこと、地域の将来像を見据えた大変意義
ある計画であると考え、賛成する。 

② 
・地区計画の変更に賛成する。京王線の連続立体交差事業や補

助２１６号線の整備に合わせて整備される駅前広場により、
駅周辺が便利になり、防災能力等も向上することは、街全体
にとって非常によいことだと思う。他方、地区計画を進めて
いかなければ、駅南側の多くの商店や住宅が単純に失われる
だけであり、地区計画を変更することで再開発事業を行い、
魅力的な商業施設とし、新たなテナントを誘致するなど、地
域住民にとってもメリットのある施設になる。駅南側の再構
築により、まち全体をさらに魅力的にすることができると思
う。 

③ 
・地区計画の変更に賛成である。京王線の立体化、補助２１６

号、駅前広場の整備に伴って駅南側をどうするか、１０年以
上前から地権者と区を交えて話し合ってきており、駅周辺が
整備されていく前提で、ここに住み続け、商売し続けていく
方法を話し合ってきた結果が再開発事業である。再開発ビル
が千歳烏山の新たなランドマークになり、さらに街が発展し
ていくことを心から願う。 

め、補助２１６号線や駅前広場の整備に合わせ、駅前広場南側
地区では駅前の立地特性を活かした敷地の高度利用を図るとと
もに、安全な歩行者空間やにぎわいの創出にも寄与する広場等
を地区計画の地区施設として位置づけ、その整備を求めてまい
ります。 
 
 
 

④ 
・地区計画の目標について「駅前の立地特性を生かした土地の

高度利用」について、なぜ「高度利用」なのか、駅利用者や
周辺住民が納得できる理由が示されていない。公共性が高い
駅前エリアに求められる機能を、１００名にも満たない地権

④ 
千歳烏山駅周辺地区は、駅を中心として、南北両側にそれぞ

れ複数の商店街が密度高く広がり、歩行者や自転車利用者を中
心とした買い物客でにぎわっています。 

「世田谷区都市整備方針『第二部地域整備方針（後期）』（令
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者中心で決めることが妥当なのか、駅前に多数の住戸を供給
可能にすることが公益性にかなうものなのか、目標設定のプ
ロセスにおいて検討して欲しい。 

和７（２０２５）年７月）」では、こうした駅前特性を活かす
ため、補助２１６号線及び駅前広場周辺の整備を進め、まちの
玄関口として防災力や交通結節機能の強化を図るとともに、京
王線の連続立体交差事業を契機とした南北の回遊性向上の拠点
と位置づけ、歩行者空間や広場を創出し、「主要な地域生活拠
点」にふさわしい活気とにぎわいづくりを進めるとしておりま
す。 

この地域整備方針における位置づけを踏まえ、個別建替えで
は解決が難しい安全で快適な歩行者空間や広場空間の確保、防
災機能の向上といった地域課題に対応しようとするものです。 

こうした中、魅力ある駅前商業地にふさわしい公共的空間の
創出や、周辺商店街等と一体となったにぎわいと回遊性の向上
を図るため、市街地再開発事業を活用するとともに、令和３
（２０２１）年６月に策定した本地区の地区計画における「商
業地区Ｂ１～商業地区Ｂ３」の土地利用の方針を受け、建築物
の敷地の統合を促進し、土地の合理的かつ適正な高度利用と防
災性の向上を図ろうとするものです。 

（２）街の魅力について 
① 
・ごちゃごちゃして活気ある千歳烏山らしさが完全に失われ

る。 
② 
・過去資料において、他の都心部の商業施設が事例として紹介

されていた。立地条件、歴史、個性、求められる機能やあり
方も異なり、千歳烏山は都心や海外から買い物客や観光客等
が来街する地域ではなく、そうなる必要もない。 

（２）街の魅力について 
①～⑨ 

区としましては、千歳烏山駅周辺地区は、駅を中心として、
南北両側にそれぞれ複数の商店街が密度高く広がり、個人商店
や専門店、路地空間などが織りなす独自の街を形成してきた文
化や歴史があるものと認識しております。 

こうしたことから、令和３（２０２１）年６月に策定した本
地区の地区計画においては、回遊性のある魅力的な駅前商業空
間の維持・増進を図り、「駅南北の交流と人々が集う魅力あふ



 

８ 

③ 
・千歳烏山の活性化は大賛成であるが、ありふれた街並みにな

るのは残念でつまらない。 
④ 
・将来にわたり、「主要な地域生活拠点」にふさわしい複合市

街地を実現するならば、住宅地として発展した街であるこ
と、駅周辺は近隣住民が気軽に立ち寄れる街で個性的な商店
等が多く立地していることなど、千歳烏山のよさを活かすべ
きであり、あらゆる属性の地域住民に寄り添う懐の深い街の
ありようを第一に考慮すべきである。 

⑤ 
・検討を進めてきた皆さんが将来の烏山の発展に寄与するよう

時間を割き真剣に意見を述べ、その結果最大多数の最大幸福
を目途に「高層マンション」案が出たものと思うためそれが
魅力となる事を願う。 

⑥ 
・千歳烏山における２０５０年、２１００年の街を考え、集客

力のある街へするため、再開発事業に大賛成である。 
⑦ 
・千歳烏山駅前の様々な課題が解決され、町の価値が向上する

ことに対して大きな希望を持っている。全体的な建物の老朽
化に伴うもの、自転車問題など社会変化に行き届いていない
点など、徐々に魅力が失われつつあると感じている。今回の
都市計画変更により、防災性の向上や、歩行者が安心して回
遊できる空間が意識されている点に特に魅力を感じている。 

 

れるまち」の形成を目指すとし、「街並み誘導型地区計画」の
制度を活用し、５つの商店街の主要な道路に面する建築物の１
階部分の住居系用途の制限や壁面の位置の制限、建物の高さの
最高限度の制限などにより、建物の建替えを契機とした、回遊
性のある魅力的な駅前商業空間の形成を目指しています。 

こうした中、駅前広場南側地区につきましては、地区特性や
状況、今回変更する地区計画の「商業地区Ｂ」における「土地
利用の方針」を踏まえ、建築物の敷地の統合や土地の合理的か
つ適正な高度利用と防災性の向上を図るとともに、安全で快適
な歩行者空間の確保などを図ることで、住環境に配慮しながら
周辺商店街等と一体となった回遊性のある魅力的な駅前商業空
間の維持・増進を推進していくことを目指してまいります。 
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⑧ 
・地区計画の変更を推進して欲しい。駅前広場の都市計画決定

により既存道路が使えなくなるなど、同じ境遇の皆さんと議
論を尽くしてきた。本再開発事業によりにぎわいの創出や防
災機能の充実でより良い千歳烏山の街づくりに貢献できると
思うため、ぜひとも成功させたいと思う。 

⑨ 
・千歳烏山駅前再開発事業に賛成する。近年、千歳烏山は以前

の様なにぎわいがなくなり、再開発事業を通じて昔のような
魅力の多い千歳烏山に戻って欲しいと思う。とても楽しみに
している。 

（３）商業環境について 
① 
・低層の商業部分に関して、地元の商店街組合と相談していな

いと聞いたが、それで都市計画と言えるのか甚だ疑問であ
る。他の再開発事業の事例で、地元商店が入って繁盛してい
る事例を見たことがないため地元の為にならない。 

② 
・使い勝手の悪い商業施設になると思う。 
③ 
・千歳烏山の再開発事業に概ね賛成する。駅前の開かずの踏

切、再開発が進まない商店街をみると、新陳代謝が遅いよう
に思う。仙川では、女性を中心とした活気ある街づくりが行
われており、既存商店街と大型ショッピングセンターが共存
共栄しているため、伝統の良い部分を残しつつ、変えるべき
ところは変えていくべきだと考える。 

（３）商業環境について 
①～③ 

区では、駅前広場南側地区において「主要な地域生活拠点」
にふさわしい活気とにぎわいづくりを目指し、都市計画の検討
を進めております。 

建物低層部の商業部分につきましては、地権者で構成されて
いる再開発準備組合には商店街に所属する地権者も含まれてお
り、千歳烏山に相応しい商業施設のあり方を検討しています。 

また、５つの商店街で構成されている千歳烏山商店街連合会
とも市街地再開発事業に関する検討状況の情報共有が図られて
いると伺っております。 

さらに、千歳烏山商店街連合会に設置されている街づくり委
員会では、商店街の街づくりの方針である「ちとから・まちづ
くりデザイン（令和４（２０２２）年４月策定）」の実現に向
けた取組みが進められており、区もこの活動を支援しておりま
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す。区としましては、街づくり委員会と情報共有や連携が図ら
れるよう、再開発準備組合に引き続き必要な指導・助言を行っ
てまいります。 

（４）計画の見直しについて 
① 
・再開発事業により住民が増えるという単純な意味では進めて

欲しいが、南北の分断は望んでいない。 
② 
・高層マンションは建設費高騰や人口減少で将来維持が難し

く、区の負担になる恐れがあるうえ、建設後のトラブルが区
への苦情につながる可能性もある。そのため、千歳烏山の安
全で落ち着いた街並みに合った計画へ見直して欲しい。 

③ 
・高層マンションは誰が購入するのか、治安を維持できるのか

疑問であり、事業展開をきちんと考えて欲しい。やりたいこ
とをやるのではなく、やらなくてはいけないことから、やっ
て欲しい。 

（４）計画の見直しについて 
①～③ 

令和３（２０２１）年６月に策定した本地区の地区計画にお
いては、地区の目標として、駅を中心として南北両側にそれぞ
れ複数の商店街が密度高く広がり、歩行者や自転車利用者を中
心とした買い物客でにぎわっている本地区の特性や状況を踏ま
え、「回遊性のある魅力的な駅前商業空間の維持・増進を図
り、「駅南北の交流と人々が集う魅力あふれるまち」の形成を
目指しています。 

この目標の実現に向けて、商店街通り沿いにおける個別の建
替えを契機とした回遊性のある魅力的な駅前商業空間の維持・
増進や、補助２１６号線及び駅前広場の整備に合わせ、建築物
の敷地の統合を促進し、土地の合理的かつ適正な高度利用と防
災性の向上などを進めることとしています。 

区としましては、地区計画に定める目標の実現に資するとと
もに地域特性を考慮した計画となるよう、今後、再開発準備組
合が取り組む基本設計において指導してまいります。 

（５）景観について 
① 
・周辺の住環境と全くそぐわない高層マンションが忽然と建設

されることは著しい違和感と不調和をもたらし、地域住民に
とってはその景観による威圧感、プライバシー、上空への視
線の分断により、精神的によくない。商業地域の範囲を広げ

（５）景観について 
①～② 

再開発準備組合による建物計画案につきましては、商業フロ
アは、回遊性や利便性の確保と周辺の街並みとの調和を図るた
め、３階程度の低層部とする計画としています。また、居住フ
ロアは、日影や圧迫感、風害の低減等の周辺環境への影響をよ
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合法的と称して地域住民の意思を尊重せず推し進めることは
全く賛成できない。 

② 
・駅前に煙突のような高層マンションが建つと想像するだけ

で、烏山ではなくなる。高層マンションはシンボルではなく、
破壊である。 

 

り抑えた上で、共同住宅として必要な採光などの居住環境を考
慮し、建物上部を細くするなど形状を工夫した高層部とする計
画とされております。 

区としましては、今後、再開発準備組合が取り組む基本設計
において、景観や色彩、素材などが周辺環境に十分配慮するこ
となど、周辺住民の皆様が懸念されている事項を再開発準備組
合と共有するとともに、適切に指導してまいります。 

１－３ 土地利用の方針に関するもの 
① 
・「土地の合理的かつ適正な高度利用」について、何を根拠と

し、どこでいつ合意形成され、定めようとしているのかが示
されておらず、適正性には疑義がある。 

１－３ 土地利用の方針に関するもの 
① 

千歳烏山駅周辺では、京王線の連続立体交差事業等を契機
に、区民との意見交換等を重ねながら、平成２６（２０１４）
年に「千歳烏山駅周辺地区街づくり構想」を策定し、この中で
駅前広場南側の目標を「駅前広場に相応しい新しい拠点整備」
と定めております。 

また、「世田谷区都市整備方針『第二部地域整備方針』（平成
２７（２０１５）年４月）」における「千歳烏山駅周辺地区」
のアクションエリアの方針では、まちの玄関口として防災力や
交通結節機能の強化と、共同化や区画整理、再開発などの市街
地整備により、「主要な地域生活拠点」にふさわしい活気とに
ぎわいを創出するとしておりました。 

こうした中、区では、街づくり構想を実現するため、コロナ
禍の緊急事態宣言下ではありましたが、区の対応として、「地
区街づくりの推進に関する説明会等の実施について」を定め、
情報発信や意見交換、説明会等を実施しながら都市計画の案を
とりまとめ、令和３（２０２１）年６月に「千歳烏山駅周辺地
区地区計画」を策定し、一定の合意形成が図られたものと認識
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しております。 
今回の地区計画の変更により「商業地区Ｂ」へ統合を予定し

ている「商業地区Ｂ１～商業地区Ｂ３」を、令和３（２０２
１）年６月の策定時の「土地利用の方針」において、「魅力あ
る駅前商業地の形成及び建築物の敷地の統合を促進し、土地の
合理的かつ適正な高度利用と防災性の向上を図る」と位置づけ
ました。 

② 
・「地区区分」の「商業地区Ｂ１～商業地区Ｂ３」を、商業地

区Ｂに統合することについて、統合の真の目的において具体
性に欠ける。 

② 
令和３（２０２１）年６月に策定した地区計画では、「地区

区分」の「商業地区Ｂ１～商業地区Ｂ３」につきましては、３
地区の「土地利用の方針」において「補助２１６号線及び駅前
広場の整備に合わせ、魅力ある駅前商業地の形成及び建築物の
敷地の統合を促進し、土地の合理的かつ適正な高度利用と防災
性の向上を図る」としておりました。 

こうした中、駅前広場南側地区内の地権者が主体となって市
街地再開発事業の検討を積み重ね、「地区区分」の「商業地区
Ｂ１～商業地区Ｂ３」全体を一体の敷地に統合した準備組合案
が取りまとめられ、区に提出されました。 

区では、準備組合案について、公共貢献や周辺環境への影
響、東京都及び区の上位計画や街づくりの方針等との整合を確
認した上で、妥当であると判断したことから、今回の地区計画
の変更により「地区区分」の「商業地区Ｂ１～商業地区Ｂ３」
を「商業地区Ｂ」へ統合し、統合した一つの敷地に対して、建
築物の建て方のルールを統一的に定めようとするものです。 
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１－４ 地区施設の整備の方針に関するもの 
・地区施設の整備の方針について、現状、「快適な歩行者空間

の確保」に必要な放置自転車の撤去や放置させない防止策が
されておらず、公道上への商品や物置のはみ出し、置き看板
等の設置も常態化している。 

・まずは、法令の順守により、「魅力ある駅前商業地」「安全で
快適な歩行者空間」を実現するための行政指導を求める。 

１－４ 地区施設の整備の方針に関するもの 
区では、千歳烏山駅周辺の自転車問題への対応は重要と認識

しており、自転車等放置禁止区域においては、放置自転車の撤
去を行う対策を実施し、一方で、これまで駐輪場の新設、改修
整備を行い、駐輪需要に応える整備台数の拡充に努めてまいり
ました。 

また、駅周辺の５つの商店街で構成される千歳烏山商店街連
合会においても、自転車のマナー啓発や既存駐輪場の利用促進
に向けた検討などが進められております。 

こうした区と地元との連携によるソフト的な取組みを進めつ
つ、市街地再開発事業によって公共的空間として創出される歩
道状空地や広場が安全で快適に利用できる空間となるよう、再
開発準備組合等とも連携しながら、総合的な街づくりを推進し
てまいります。 

１－５ 建築物等の高さの最高限度に関するもの 
・地区計画の変更については、建築物等の高さの最高限度「商

業地区 B １４０ｍ」について、準備組合事業協力者による
３４階（６００戸程度）の高層マンション計画を実現するた
めの方針設定であり反対する。市街地再開発事業の敷地数を
減らし、容積率を減らし、他の住居系と同じ４５ｍの絶対高
さ制限を設ける議論をして欲しい。これが実現すると、親し
みやすい庶民的な街並み、個性豊かがで包容力に富んだ雰囲
気、ゆるやかにつながるコミュニティが失われ、街の個性が
保てなくなる恐れがあり、地域住民間の分断を招き、安全で
上質な街並みや景観の維持保全が難しくなり、地域住民が将
来にわたり生活の質や心理的負債を抱えることになる。 

１－５ 建築物等の高さの最高限度に関するもの 
区では、令和３（２０２１）年６月に補助２１６号線と駅前

広場の整備に合わせ、魅力ある駅前商業地の形成及び土地の合
理的かつ適正な高度利用と防災性の向上を図るため、用途地域
及び高度地区を変更し、容積率の最高限度を５００％とし、こ
れに合わせて高さの最高限度を定めない都市計画に見直しをし
ました。 

その中で、再開発準備組合の提出案については、地区計画の
地区区分にある「商業地区Ｂ」の区域内の現位置での生活再建
や、駅前広場南側地区におけるにぎわい創出に資する商業機能
の導入、建物更新による防災性の向上、駅前広場用地の創出・
整備、建築敷地における広場や歩道状空地などの公共的空間の
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確保等の公共貢献などを踏まえ、「東京都高度利用地区指定方
針及び指定基準（令和６（２０２４）年３月）」に基づき公共
貢献分の２００％の容積率を加算した７００％を活用した土地
の高度利用を図る都市計画を予定しています。 

建物計画案では、公共的空間の確保等により建築可能な面積
が制限される中で、商業フロアは、商業施設としての回遊性や
利便性を踏まえ、周辺の街並みとの調和を図るために３階程度
の低層部とする計画としています。居住フロアは、日影や圧迫
感、風害の低減等の周辺環境への影響をより抑えた上で、共同
住宅として必要な採光などの居住環境を考慮し、建物上部を細
くするなど形状を工夫した高層部とする計画とされておりま
す。 

その上で、商業施設や住宅などに必要な建築物の階高や免震
構造等の設備階を考慮し、必要な諸条件を満たしつつ容積率の
十分な活用を検討した結果、建築物の高さは１４０ｍ程度必要
であることから、建築物の高さの最高限度を１４０ｍとしてい
ます。 

景観につきましては、世田谷区風景づくり条例や関連計画に
基づき、周辺環境との調和を図ることも踏まえて検討されるこ
とになりますが、区としましては、景観上の周辺との調和や配
慮を図るよう、再開発準備組合に対して求め、引き続き必要な
指導・助言を行ってまいります。 

千歳烏山らしい街の魅力につきましては、市街地再開発事業
によって公共的空間として創出される歩道状空地や広場によ
り、安全で快適な歩行者空間の確保などを図ることで、住環境
に配慮しながら周辺商店街等と一体となった回遊性のある魅力
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的な駅前商業空間の維持・増進を推進していくことを目指して
まいります。 

２．その他の意見 
２－１ 市街地再開発事業に関するもの 
（１）再開発の公共性・社会状況について 
① 
・高層マンション建設に反対する。高層マンションは、都内の

マンション価格高騰の元凶で、建築資材等の高騰によりマン
ションの分譲価格も高額になっている。千歳烏山は中層で一
般庶民主体の街であり、全く異なる富裕層向け高層マンショ
ンを建設することは住民の分断を招き、地価や固定資産税も
上がり、先住していた人には大きな痛手となる。 

② 
・高層マンションは、景観の異様さ、震災時の不便さ、将来の

スラム化、近年の建築費高騰などの懸念があり、千歳烏山は
多様な世代が暮らす庶民的な街であるため、皆が住みやすい
街につながる再開発となるよう再検討を願う。 

③ 
・高層マンションという大規模建築は、ＳＤＧｓ（持続可能な

開発目標）に反し、将来世代に「負の遺産」を残すことにな
り、今の時代にふさわしいのか、十分な議論と検討をする必
要がある。 

④ 
・高層マンションが現住民に何をもたらすのか。 
 
⑤ 

２．その他の意見 
２－１ 市街地再開発事業に関するもの 
（１）再開発の公共性・社会状況について 
①～⑩ 

市街地再開発事業は、地権者の生活再建を図りながら、土地
の高度利用を図りつつ、歩道状空地などの公共的空間を生み出
し、安全で快適な歩行者環境の整備やにぎわいの創出を目的と
する制度です。 

区としましては、市街地再開事業により、公共的空間の創出
や回遊性、安全性、防災性の高い拠点を形成し、若い世代から
高齢者まで多様な世代が安心して住み続けられる環境を整える
ことは重要であると考えており、公共的空間の利活用やにぎわ
いの創出を通じて、街の魅力を維持・発展させていくことが重
要であると考えております。 

なお、区では、建築費等の高騰など、市街地再開発事業を取
り巻く環境が大きく変化していることは認識しており、この社
会経済状況を十分踏まえる必要があると考えております。 

今後、再開発準備組合では、工事費や事業収支のみならず、
導入される公共的空間や防災機能が地域に果たす役割も含め、
総合的に精査した事業計画をまとめていくことになります。 

区としましては、十分に対策などを精査した事業計画とな
り、千歳烏山駅周辺の発展に寄与する事業計画となるよう、引
き続き再開発準備組合に対して求め、必要な指導・助言行って
まいります。 
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・高層マンションという大規模建築が今の時代に見合ったもの
なのか、真剣に討議し、検討する必要がある。都市計画審議
会でも「これから 30 年後の責任は誰がとるのか」と意見が
述べられたように、将来世代に負の遺産を残すことになるの
ではないか。誰のものでもない、みんなの空を奪うことにな
る高層マンションに公共性はあるのか。今一度、高層マンシ
ョンが持つ意味、この地域や世界的な見地からの、将来的な
時間軸を考慮して見直さなければ取返しがつかないことにな
る。 

⑥ 
・完成が楽しみである。高層マンションが完成することでラン

ドマークとして街のグレードが上がり、発展が期待できる。 
⑦ 
・この計画で利益を得るのは区の税収と開発業者であり、最終

的には事業協力者の収益につながるだけで地元の利益にはな
らない。高層マンションでなければ採算が取れないという説
明なら、そもそもこの計画自体が不要だと思う。 

⑧ 
・都内の高層マンションは、高すぎて普通の日本人は買えな

い。 
⑨ 
・コスト面やＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の観点からみて

も疑問を感じる。 
 
 
⑩ 

また、震災時の居住者の不便さへの対応、スラム化対策な
ど、周辺住民の皆様が懸念されている事項についても再開発準
備組合と共有するとともに、適切に指導してまいります。 



 

１７ 

・高層マンションの最上階は展望台が良いため、上から景色を
見てみたい。高層マンションには、千歳烏山の目玉として観
光面、文化面を担う部分を作って欲しい。 

（２）合意形成について 
① 
・現状のままで良いと考えているが、京王線の高架化や、ロー

タリー、自転車置き場の問題等、街がきれいになることは賛
成である。千歳烏山駅から半径２００m 以内に代替地を用
意してくれれば立ち退きに賛成する。 

② 
・事業計画を納得のいくまで説明を受けていないため反対であ

る。区が勝手にやっていると言われているが、その通りだと
思う。 

③ 
・事業協力者の進め方は一方的で、自分たちの利益の為に、大

義名分を語り住民に不本意な立ち退きを迫るような手法は許
せない。 

④ 
・一部の地権者の方で利益を得られる方もいるかもしれない

が、この地域に住み続けたい、商売をし続けたいと思う地権
者の方々全員が高層マンションに入れるとは到底思えない。 

⑤ 
・全員合意の上で決定に変えて欲しい。自分の土地は自分でど

うするか決めたいし、身の丈に合った開発をするべきで、権
利変換には反対である。 

 

（２）合意形成について 
①～⑤ 

市街地再開発事業の事業計画につきましては、今後、再開発
準備組合が再開発組合設立に向けて作成することになります。 

区としましては、出来る限り多くの地権者の理解のもと、事
業が進められることが重要と考えており、再開発準備組合に対
し、この地域に住み続けたい、商売を継続したいという意向を
お持ちの地権者の生活再建に配慮した計画となるよう求め、よ
り多くの地権者の合意が得られるよう、引き続き必要な指導・
助言を行ってまいります。 

 
 
 
 



 

１８ 

⑥ 
・駅前広場が出来るため立ち退きになる人たちの話し合いが、

いつの間にか街づくりに変わり、いつの間にか準備組合が出
来ていた。４つの手法の選択肢から市街地再開発事業を選
び、４人が興味を示した高層マンションについて勉強を始め
たようであるが、町づくりには他にもやり方があり、土地を
一つに集約化する必要はない。 

⑦ 
・区は最初から高層マンションを建てたかったのではないか。

都心ではなく生活の場所であるから住まない超高層ビルはい
らない。今住んでいる人を追い出してまで建てようとしてい
る区は、法律を悪用した人権無視である。 

⑥⑦ 
駅前広場南側地区の街づくりは、平成２６（２０１４）年の

京王線の連続立体交差事業等の事業化を踏まえ、区も支援を行
いながら、地区内の地権者が主体となり「まちづくり勉強会」
「まちづくり準備会」「再開発準備組合」と段階的に検討体制
を整え、⾧年にわたり検討を積み重ねてきたものです。 

ご指摘の４つの事業手法の案につきましては、平成２６～２
７（２０１４～２０１５）年に、駅前広場や補助２１６号線の
整備に合わせ駅前広場南側地区におけるまちづくりを検討する
ため「現況のまま」「共同化」「区画整理」「再開発」の４つに
ついて、まちづくりの効果や事例等をお示しした上で、地区の
課題解決や公共貢献及び生活再建の仕組み等の観点から「再開
発」が最も多く選択されました。 

その後、その内容の検討を深めながら「まちづくり勉強会」
から「まちづくり準備会」へと検討内容の熟度と合意形成の状
況に合わせ検討組織も変わりながら、検討を重ねてきました。 

この間、地権者間の理解と合意形成を図るため、ニュース等
を通じて検討状況を共有するとともに、会への参加を促してき
ました。 

こうした中、令和４（２０２２）年１２月に地権者の約７割
の加入のもと「再開発準備組合」の設立に至っております。 

区としましては、出来る限り多くの地権者の理解のもとで事
業が進められることが重要と考えており、適切な事業計画を検
討し、関係者の理解を深め合意形成が図られるよう、再開発準
備組合に対して求め、引き続き必要な指導・助言を行ってまい
ります。 



 

１９ 

⑧ 
・商店街は古くなった建物が多いため、商店街の地権者は持ち

出し無しで建替えられるということだけで高層マンションが
いいわけではないと言っている。それならば、商店街の方に
補助金を出すことは出来ないのか。全員が幸せになれる政策
を考えて欲しい。 

 

⑧ 
個別商店の建替えに対する補助金はございません。 
一方、市街地再開発事業は都市計画法及び都市再開発法に基

づいて、敷地の統合による土地の合理的かつ健全な高度利用と
都市機能の更新を図る公共性の高い事業であることから、公衆
が利用できる空地等の整備に要する費用の一部を補助する制度
があります。 

⑨ 
・高層マンションを建設するならば、住民投票をしてもよいか

と思う。 

⑨ 
都市計画の手続きは、都市計画法に基づき進められます。 
このことから、都市計画の案の公告・縦覧、意見書の受付を

行い、都市計画審議会へ諮問し、都市計画審議会の意見を聞い
たうえで、区として決定することになります。 

（３）維持管理について 
① 
・マンションの管理費や修繕積立金で大損害が出るし、数十年

後の建替え時期には大変なことになるのが目に見えているた
め反対する。 

② 
・建築後、資産価値が毎年減る中、耐用年数を迎えた時に、資

産の無い入居者に解体費用の捻出は出来ないため、区が誘致
を行うのならば、解体費用を区が負担する念書を書いて欲し
い。 

（３）維持管理について 
①② 

市街地再開発事業による建物の管理費や修繕積立金等は、建
築後の管理組合が担っていくことになりますが、いただいたご
意見は、再開発準備組合と共有させていただき、懸念事項への
対応を求めてまいります。 

区としましても、関係法令や指針に基づき適正な維持管理等
が図られるよう、再開発準備組合に対し求め、引き続き必要な
指導・助言を行ってまいります。 

（４）安全安心について 
① 
・高層マンションは災害に弱く、地震などの大災害が起きたら

大変なことになる。 

（４）安全安心について 
①② 

市街地再開発事業による建築計画につきましては、再開発準
備組合が主体で検討し、建築基準法や消防法等の関係法令に基
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② 
・高層マンションは、大規模修繕等の維持管理や災害発生時の

膨大な費用、居住者の避難の困難性など、不透明な問題を有
している。また、高齢化社会には適合しない建物である。 

づき、安全性の確保や、避難経路の確保、延焼防止、消防活動
への対応なども十分考慮されることになります。また、再開発
準備組合では、災害時に備え、マンホールトイレなどの防災施
設や一時滞在空間についても検討を進めているところです。こ
れらの施設が整備されることにより、地域の防災性の向上に資
すると考えております。 

具体的な施設内容や維持管理の詳細につきましては、再開発
準備組合が主体となって今後検討していくことになりますが、
区としましても、地域の防災性に配慮した計画となるよう、再
開発準備組合に対して求め、引き続き必要な指導・助言を行っ
てまいります。 

（５）周辺環境について 
① 
・高層マンションによる被害を削減するための、調査分析や対

策について説明があったが理解できていない。高さによる現
住民に日影や風害の被害が出る。高層マンションの建設に反
対し、千歳烏山駅周辺地区地区計画の見直しを要望する。 

② 
・眺望や日当たりで損害を受けることについての説明が、住民

に対して充分だとは思えない。 
③ 
・景観、騒音、生態系、環境への影響など地域生活を営む上で

の重要事項について調査されていない。 
④ 
・一棟だけ高いビルがあるのは異質な感じがあり、広い範囲で

日照と、特に台風時でのビル風問題の原因となり、京王線に

（５）周辺環境について 
①～④ 

再開発準備組合においては、計画する高層マンションによる
日影や風環境、交通等の周辺環境への影響について、現段階の
計画に基づく調査・分析を行っております。 

また、再開発準備組合の建物計画案につきましては、建物の
高層部を細くするなどの形状の工夫により、圧迫感の軽減を図
るとともに、高層部に当たった風が低層部の上部を通るように
することで、地上部に直接吹き降ろさないよう配慮された計画
となっています。 

さらに、建物を南北方向に細⾧く配置することで、日影の影
響が少なくなるよう配慮された計画となっています。 

建築計画の詳細は、今後、再開発準備組合において具体化さ
れます。ご指摘の眺望や景観、住環境の懸念事項につきまして
は、区として、関係法令の遵守を前提に、適切な配慮と丁寧な



 

２１ 

対する運行被害や、低層住宅、人への災害が懸念される。 
 

説明がなされ、理解が得られる計画となるよう、再開発準備組
合へ求め、引き続き指導・助言を行ってまいります。 

⑤ 
・人口増加による駅前交通状況の悪化、インフラや公共資源

（教育・医療）が不足するため、高層マンションの建設に反
対し、千歳烏山駅周辺地区地区計画の見直しを要望する。 

⑥ 
・現状で通勤時に飽和状態なところで、さらに人が増えた場

合、許容出来る交通インフラのキャパシティがない。 
 

⑤⑥ 
現在、京王線につきましては、東京都により連続立体交差事

業が進められており、高架化に伴う千歳烏山駅の改築により、
将来の乗降客数を踏まえた計画が検討されております。再開発
準備組合では、市街地再開発事業に伴い増加する利用者による
鉄道・バスへの影響を検証しており、市街地再開発事業による
利用者増加分の影響は限定的であると伺っています。 

また、再開発準備組合では、京王線の連続立体交差事業、駅
前広場、補助２１６号線の都市計画道路事業の完成を前提とし
て、将来、市街地再開発事業の建物により生じる交通量を踏ま
え、周辺の交通影響をシミュレーションしており、周辺交差点
において車両の渋滞発生など、交通処理に問題がないこと、快
適な歩行環境も確保できる検証結果であると伺っています。 

引き続き、区として東京都及び京王電鉄とも情報共有を図り
ながら、市街地再開発事業による影響を確認してまいります。 

なお、公共施設や教育環境への影響については、烏山地域の
人口予測や動向を注視しながら、庁内で情報共有を図り、保育
や教育などの行政需要の変化に応じた必要な対応を検討してま
いります。 

２－２ その他 
①  
・区、烏山商店会、東京都、京王電鉄、地権者、それぞれのま

とまりが無さすぎる。 
 

２－２ その他 
①② 

千歳烏山駅周辺では、東京都による京王線の連続立体交差事
業、区による駅前広場や補助２１６号線の整備、再開発準備組
合による市街地再開発事業の検討など複数の事業が進められて



 

２２ 

 
  

②  
・この機会はこれからの新しい魅力ある街づくりを行えるチャ

ンスでもある。将来を見据えた新しい発想で烏山を個性ある
街にするために今一度高層マンション計画を中止し、みんな
で考え直したいと切に思う。区が、住民の意見を取り入れな
がら進める自治体として再度見直す道を進んでもらいたい。 

いるため、区としましては、これらの都市計画事業等により、
千歳烏山駅周辺の街が大きく変わろうとしているこの機会を捉
え「ちとからまちづくりフォーラム」を設置し、町会や千歳烏
山商店街連合会、まちづくり活動団体、地域住民の皆様、鉄道
事業者等、様々な主体と街づくりの情報を共有するとともに、
まちづくりのアイデアを出し合いながら、より良いまちの将来
を一緒に考え、総合的なまちづくりを実現してまいります。 
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B 地区計画区域外にお住いの方からの意見要旨  

名称 主な意見書の要旨 世田谷区の見解 

東
京
都
市
計
画
地
区
計
画
(
千
歳
烏
山
駅
周
辺
地
区
) 

１．地区計画の原案に関する意見 
１-１ 地区計画の計画策定の経緯に関するもの 
（１）経緯について 
① 
・２００７年に「駅周辺地区街づくり協議会」が設立され千歳

烏山の街づくりを話し合ってきたと説明を受けたが、駅利用
者や商店主以外の地権者の声を集約しないまま、２０２５年
1 月に突然、高層マンションを含む再開発の構想が発表され
たように思う。住民は、区も一緒に推進しているように感じ
ている。今、情報交換会等が開かれている意味は、計画反対
の住民意見や提案を、検討や反映されそうもない準備組合と
区の姿勢から、もう間に合わない段階まで、再開発計画の経
緯と内容の情報公開や意見収集を避けてきたことによるもの
と推察せざるを得ない。そのため、三者が対等に話をするこ
とが出来ず、互いに不信感、悪感情が広がる一方で、有意義
かつ建設的な町づくり構想の話し合いから、かけ離れている
と考える。また、この計画はほとんどの地域住民に周知され
ていない。知らない間に決まり、ある日出来上がるには巨大
すぎる建物である。本当に街のためになり次世代に誇れる計
画なのか、よく考えて欲しい。 

 

１．地区計画の原案に関する意見 
１-１ 地区計画の計画策定の経緯に関するもの 
（１）経緯について 
① 

京王線の連続立体交差事業等により街が大きく変化すること
を踏まえ、駅前広場南側地区の街づくりは、地区内の地権者の
方々が主体となって駅前広場整備に伴う、まちの課題解決や生
活再建を踏まえた都市基盤の再編とあわせ、都市機能の更新を
図る一体的なまちづくりとして検討が重ねられ、区へ市街地再
開発事業等に関する準備組合案を提出しました。 

区では、準備組合案が区に提出される以前の令和５（２０２
３）年頃から再開発準備組合が発行した「準備組合ニュース」
等の区ホームページへの掲載、区が発行する街づくりニュース
への掲載やオープンハウスの実施などにより、周知等を行って
まいりました。また、令和７（２０２５）年１１月と１２月に
は、周辺住民の皆様と市街地再開発事業について意見交換を行
う「街づくり情報交換会」も開催しているところです。 

区としましては、再開発準備組合に対し、引き続き丁寧な説
明を求めるとともに、南側地区街づくりの検討内容等を地域住
民の皆様とも共有し、地域住民、再開発準備組合など様々な方
の想いを知る「対話の場」として「街づくり情報交換会」の開
催や必要な情報提供に努めてまいります。 
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② 
・千歳烏山駅前の高層マンション計画は住民への周知が極めて

不十分で、どれだけの住民が計画を正確に把握しているの
か。区のチラシやオープンハウスでは必要な情報が十分に伝
わらず、多くの住民が内容を知らないまま計画が進行してい
る。説明会では反対意見が大半を占め、地域住民の理解や納
得は得られていない状況であり、もっと丁寧で納得できる説
明をするべきだ。 

③ 
・地権者や住民との十分な協議が行われず、説明は事業協力者

やコンサルタントによる個別対応にとどまり透明性に欠け
る。高層マンション計画の説明会でも、事業協力者とコンサ
ルタント会社が中心で誠意を感じない対応が続き、地権者へ
の負担感や、区及び開発準備組合への不信感が強まった。さ
らに、原案説明会後のオープンハウスではコンサルタント会
社のスタッフしか対応しておらず、区職員や地権者が見当た
らなかったため、事業主体が地権者から事業協力者へ移って
しまったのではないかという疑念を抱いた。 

②③ 
ご指摘の住民への周知につきまして区では、令和７（２０２

５）年１月の報告会以前から、区ホームページにおいて「準備
組合ニュース」等の掲載、区の発行物への情報掲載、オープン
ハウスの実施等により情報発信を行ってまいりました。 

再開発準備組合におきましては、令和７（２０２５）年５月
に情報発信拠点として「ちとからプラザ（南烏山５丁目１１
番）」を開設し、事務局である事業協力者が常駐し、来訪者の
皆様に対し情報発信と必要に応じた個別説明などを行ってきて
います。 

また、原案説明会後に開催しましたオープンハウスにおきま
しては、説明補助のため事業協力者や再開発準備組合が委託し
ているコンサルタント会社のスタッフのほか、区職員も対応し
ておりました。 

区としましては、ご指摘の情報発信不足につきましては、引
き続き区ホームページや街づくりニュース等での情報発信に加
え、「街づくり情報交換会」等の開催を通じて地権者や周辺住
民の皆様への情報提供・理解促進に取り組むとともに、再開発
準備組合に対しても、「ちとからプラザ」等を通じて周辺住民
の皆様に対して丁寧な対応が図られるよう、必要な指導・助言
を行ってまいりますので、是非、ご訪問いただきたいと考えま
す。 
 
 
 
 



 

２５ 

④ 
・再開発事業では、本来区の管轄である駅前広場の整備に際し

て、区有地を使わずに地権者を巻き込んで一体型の再開発に
した点に疑問がある。また、駅前広場の代替地として子育て
支援センターや駐輪場を建設したことが再開発の発端となっ
たと知り、区の施策自体にも問題があるのではないかと考え
ている。 
補助２１６号線が未整備のまま計画が急がれていることも不
適切である。さらに、再開発区域の線引きは当初から公平に
決められたものではなく、駅前広場の代替地問題を起点に住
宅地まで巻き込んで設定されたため、容積率を緩和し巨大建
築を可能にしたが、地権者や住民との十分な話し合いはな
く、事業協力者等が個別に説明を行うだけで不透明さが残
る。「誰一人取り残さない世田谷をつくろう」という区の考
えとかけ離れている。 

④ 
駅前広場南側地区の街づくりは、京王線の連続立体交差事業

により街が大きく変化することを踏まえ、区が事業者である補
助２１６号線及び駅前広場整備と一体的な街づくりとして検討
していくことになりました。 

これらの事業の検討に当たりましては、駅前広場の交通結節
機能の強化や南側の新たな商業拠点としての活性化のほか、防
災力の強化など、地域全体に資する効果が得られるよう検討し
てきました。 

一方、千歳烏山駅周辺地区では、平成１９（２００７）年に
千歳烏山駅周辺地区街づくり協議会が設立され、平成２６（２
０１４）年には、区が「千歳烏山駅周辺地区街づくり構想」を
策定するとともに、令和３（２０２１）年６月には、「駅南北
の交流と人々が集う魅力あふれるまち」を目標とする「千歳烏
山駅周辺地区地区計画」を策定し、その実現に向けて、ご指摘
の住宅地（用途地域が第一種住居地域）であった地区を「商業
地域」に変更し、建築物の高さの最高限度を定めない都市計画
に変更しました。 

再開発区域の線引きにつきましては、地権者主体のまちづく
り勉強会における当初（平成２８（２０１６）年頃）は、駅前
広場を除く南側地区を対象として検討が進められてきました。 

こうした中で、駅前広場の整備と補助２１６号線の整備など
を一体的に進めることにより、主要な地域生活拠点にふさわし
い活気とにぎわいを創出するため、駅前広場を含めた区域を対
象とした市街地再開発事業として検討が行われ、令和２（２０



 

２６ 

２０）年１２月のまちづくり準備会設立以降は駅前広場を含む
区域として検討が進められております。 

区としましては、引き続き区ホームページや街づくりニュー
ス等での情報発信に加え、「街づくり情報交換会」等の開催を
通じて地権者や周辺住民の皆様への情報提供・理解促進に取り
組むとともに、再開発準備組合に対しても、「ちとからプラ
ザ」等を通じて周辺住民の皆様に対して丁寧な対応が図られる
よう、必要な指導・助言を行ってまいりますので、是非、ご訪
問いただきたいと考えます。 
 

⑤ 
・誰の判断で都市計画が変更されるのか不透明で、内容も現実

味に乏しく、失敗した場合の責任が明確でないことに不安を
感じている。 

⑤ 
現在、区が取り組んでいる都市計画の「千歳烏山駅周辺地区

地区計画」の変更につきましては、都市計画法上は、区が決定
することになります。 

この「地区計画」の変更に当たりましては、区の附属機関と
して位置づけている「世田谷区都市計画審議会」の意見を聞い
た上で、区が決定します。 

なお、ご指摘の「失敗した場合の責任」につきましては、市
街地再開発事業のことと推測しますと、市街地再開発事業は、
地権者により構成される、現在の再開発準備組合が事業者とし
て行っていくことになります。 

⑥ 
・烏山住民を対象とした計画の賛否を問う住民投票みたいなこ

とを実施する予定はあるのか。 

⑥ 
今回、区が決定又は変更しようとしている「地区計画」及び

関連する市街地再開発事業等につきましては、都市計画法を根
拠とする都市計画で定めることから、都市計画法に規定されて
いる手続きを経て決定することになります。 



 

２７ 

 このことから、区民の皆様による住民投票などを実施する予
定はございませんが、引き続き都市計画案の公告・縦覧、意見
書提出の機会が設けられています。 

⑦ 
・居住者の賛成、反対の数値を示して欲しい。またどのような

意見があるのか教えて欲しい。 

⑦ 
今回の意見書提出の機会につきましては、賛否を問うもので

はございません。 
また、区民の皆様による住民投票なども実施する予定はござ

いませんが、区では、これまで説明会やオープンハウス等によ
る意見聴取を実施してきております。 

さらに、今後におきましても、都市計画案の公告・縦覧を行
った上で、意見書提出の機会を予定しております。 

なお、ご指摘の「どのような意見があるのか」につきまして
は、これまで区が実施してきました、説明会や情報交換会等に
おいて皆様から頂いたご意見内容を整理し、区のホームページ
で公表（ページＩＤから探す（ページＩＤ２６８９６）してお
りますので、ご覧ください。 

⑧ 
・区⾧も本計画に賛成なのか。誰が最終決定を出すのか知りた

い。 

⑧ 
今回、区が決定又は変更しようとしている「地区計画」及び

関連する市街地再開発事業等につきましては、都市計画法に基
づき、区が決定します。 

⑨ 
・区報では、意見書提出の対象者を「千歳烏山駅周辺地区地区

計画（変更原案）の区域内に土地を所有している方、土地に
係る利害関係を有する方（※上記以外の方でも意見書はご提
出いただけます。）」としているが、千歳烏山駅周辺の利用者
全体に関わる事項であるため、広くパブリックコメントとし

⑨ 
今回の「意見書提出の機会」は、都市計画法第１６条第２項

に定められている「都市計画に定める地区計画等の案は、意見
の提出方法などについて、世田谷区街づくり条例で定めるとこ
ろにより、その案に係る区域内の土地の所有者その他政令で定
める利害関係（例えば、地上権や土地の賃借権など）を有する



 

２８ 

て再度募集し直すべきである。対象者を制限することは、反
対意見等をできる限り排除し、行政手続きを円滑に進めたい
との意図がくみ取れるが、民主的な手続きの観点からは、意
見の多様性が失われ、地域全体のコンセンサス形成が遅れる
可能性があるという問題点がある。 

者の意見を求めて作成するものとする。」という規定により行
いました。 

このことから、区の区民意見提出手続き（いわゆるパブリッ
クコメント）とは異なっております。なお、今後、都市計画法
第１７条第２項の規定に基づき、在住している方など、区に利
害関係を有している全ての方から広く意見書を募集する機会を
設ける予定です。 

（２）進め方について 
① 
・高層マンション計画に反対である。陳情・署名で「拙速な都

市計画決定を望まず、住民の声を聞いて欲しい」と多くの声
がある中、烏山地区の将来に向けた街づくりは、地権者だけ
でなく地域住民の声を受け、住民の理解の上、進める必要が
ある。高層マンション計画の必要性が十分に説明されている
のか。進め方や決定プロセスが不透明であり、不信感があ
る。建物の老朽化や人口増による電車や学校の混雑など建設
後に顕在化する可能性のある課題が多くあるが、それらに対
する十分な説明や対策が示されていなく、容積率の消化を優
先し、地域の情緒との調和などが置き去りにされていると思
う。 

② 
・大規模な住宅供給よりも、既存住民の生活環境や交通インフ

ラを守ることを最優先とし、「拙速な都市計画決定を望ま
ず、住民の意見を聞いて欲しい」との声を反映した街づくり
を願う。 

 

（２）進め方について 
①～③ 

駅前広場南側地区の街づくりにつきましては、平成２６（２
０１４）年の連続立体交差事業等の事業化を踏まえ、平成２６
～２７（２０１４～２０１５）年の地権者へのアンケートやヒ
アリングなどを通して、平成２８（２０１６）年から地権者の
主体による勉強会がスタートしました。区も支援をしながら限
られた駅前の土地の中で現位置再建を基本とした計画の必要性
や実現可能性について意見交換を積み重ね、再開発の検討が進
められてきました。 

ご意見の人口増による電車や学校の混雑などにつきまして
は、再開発準備組合では、市街地再開発事業に伴い増加する利
用者による鉄道・バスへの影響を検証しており、再開発事業に
よる利用者増加分の影響は限定的であると伺っています。 

また、公共施設や教育環境への影響につきましては、烏山地
域の人口予測や動向を注視しながら、庁内で情報共有を図り、
保育や教育などの行政需要の変化に応じた必要な対応を検討し
てまいります。 



 

２９ 

③ 
・住民の声を十分に反映し、地域に必要な公共性の高い施設や

空間を優先し、周辺住宅地との調和を重視した計画への見直
しを求める。 
 

 さらに、市街地再開発事業により建設される建物につきまし
ては、完成後は区が管理するものではなく、区分所有者により
構成される管理組合において適切に維持管理が行われます。 

具体的には、建物の⾧期的な維持保全を図るため、施設計画
の検討の進捗に応じ、⾧期修繕計画や管理費、修繕積立金等の
考え方が整理され、段階的に具体化されるものと認識しており
ます。また、その計画に基づき、日常的な管理や大規模修繕な
どが実施されることとなります。さらに、将来的に建物の老朽
化が進んだ場合につきましても、一般の分譲マンションと同様
に、管理組合において修繕や建替えなどを検討していくことと
なります。 

また、地域の情緒との調和につきましては、千歳烏山駅周辺
地区の特性を踏まえ、回遊性のある魅力的な駅前商業空間の維
持・増進を図り、「駅南北の交流と人々が集う魅力あふれるま
ち」の形成に繋がる施設計画となるよう、再開発準備備組合に
対応を求めてまいります。 

④ 
・千歳烏山駅前が再開発されること自体に反対しているわけで

はないが、高層マンション建設には賛成しかねる。地権者で
はない烏山住民にも話し合いの場と時間が欲しい。 

⑤ 
・これは地権者だけの問題ではなく、千歳烏山全体の住民を含

めた将来に向けた問題である認識を強め、未来の烏山の街に
とって本当に必要な計画なのか区は決定する前に十分な議論
を幅広く住民と時間をかけて調整する必要がある。 

 

④～⑩ 
市街地再開発事業の主体は地権者を中心とする再開発準備組

合である一方、区は、都市計画を通じて、公共的空間の創出や
維持、防災性、回遊性、安全性の向上など、地域全体に資する
効果が図られるよう関与していく立場であると考えています。 

区は、令和３（２０２１）年６月に本地区地区計画を策定
し、駅前広場南側地区について、魅力ある駅前商業地の形成及
び建築物の敷地の統合を促進し、土地の合理的かつ適正な高度
利用と防災性の向上を図ることを位置づけました。 



 

３０ 

⑥ 
・行政・デベロッパー・地権者だけで議論を完結するのではな

く、都市計画や建築の専門家、下北沢等の成功事例地域の住
民など第三者も参加する開かれた協議の場を設けるべき。千
歳烏山の魅力を活かし、住民と意見交換を重ね、双方が納得
できる形で慎重に進めるべきであり、今年 9 月の都市計画
決定は時期尚早、数年間かけて議論すべき。 

⑦ 
・地域の安全なくらしを守るため、高層マンション計画が本当

に必要かどうか専門家を招いて住民が学べる機会を設けて欲
しい。 

⑧ 
・地区計画の策定プロセスにおける不備があり、「地区住民と

行政の連携」「目指すべき将来像」の実現プロセスが、実態
を伴っていない。形式的な説明会の実施に留まり、多様な住
民の意見や専門的な地域分析が計画に反映されているとは言
い難い状況である。「深掘りした住民調査として、ニーズを
汲み取るヒアリングとアンケートの実施」や「専門家による
既存の商店街、交通動線、熱環境等の詳細な分析」「都市構
想の専門家による複数の構想案の提示と住民を交えたブラッ
シュアップ」を行い、慎重に再検討すべきである。 

⑨ 
・地権者同士の意見交換や千歳烏山駅を利用する住民へ周知

し、安心・安全で暮らしやすく、今の千歳烏山の良さを活か
せる街づくりの再検討を願う。 

 

市街地再開発事業は、本来、公共性の高い取組みであること
が求められる事業です。 

本地区においては、この度の地区計画の変更により、誰もが
利用でき、回遊性のある魅力的で安全な歩行者空間や、にぎわ
いの創出に寄与する広場等の地区施設を位置づけることとして
おり、本市街地再開発事業の公共性が具体的に担保されると認
識しています。 

こうしたことから、公共的空間の利活用などにつきまして
は、区が設置している街づくりの情報共有・意見交換の場であ
る「ちとからまちづくりフォーラム」の取組みにより、専門家
も交えながら再開発準備組合はもとより、周辺住民の皆様やま
ちづくり活動団体の皆様とも対話を図りながら、本地区の地区
計画の目標に定める「駅南北の交流と人々が集う魅力あふれる
まち」の形成に向けて取り組んでまいります。 



 

３１ 

⑩ 
・どんな街並みをつくるか話し合いにより基準を作り、それぞ

れのタイミングで建替えや共同化するなど、ゆっくりまちを
つくっていけばいいのではないか。京王電鉄やバス会社、千
歳烏山の商店街、住民も一緒に話し合い、１４０ｍの巨大な
建物ではなく、ヒューマンスケールで、可変性がある生き生
きとした息遣いの感じられるまちづくりを望む。 

⑪ 
・一般の烏山住民には２０２５年１月まで、高層マンション計

画について知らされておらず、今も知らない方が多いなど、
参加と協働のための情報提供が不十分なままである。これか
ら今後、もっと時間をかけて周知をすべき。要望があって開
催されることになった住民との「情報交換会」は、まだ討議
途中なのに、こんなに早く急いで素案を出すのはおかしいと
思う。 

⑫ 
・烏山総合支所の進め方は、説明会や公聴会、住民意見書で出

される反対意見について「ガス抜き」扱いにする姿勢で、世
田谷区の掲げている「参加と協働のまちづくり」方針に反し
ている。数回の説明会の開催のみで、それも毎回１００人に
も満たない人数で、「説明会をしました」という言い分には
疑問がある。 

⑬ 
・市街地再開発事業区域の賛成・反対の方も含む「全体で話し

合う場」を烏山総合支所の主催で設けるべきである。２０２
５年の説明会でも「通知が来ていない」「過去の区が説明し

⑪～⑬ 
区では、準備組合案が区に提出される以前の令和５（２０２

３）年頃から再開発準備組合が発行した「準備組合ニュース」
等の区ホームページへの掲載、区が発行する街づくりニュース
への掲載やオープンハウスの実施などにより、周知等を行って
まいりました。また、令和７（２０２５）年１１月と１２月に
は、周辺住民の皆様と市街地再開発事業について意見交換を行
う「街づくり情報交換会」も開催しているところです。今後も
引き続き、「街づくり情報交換会」を通じ、千歳烏山駅周辺全
体の課題も含め、検討を進めてまいります。 

再開発準備組合においても、地権者全員に参加を呼びかけ、
再開発準備組合の加入・未加入に関わらず、参加できる場を令
和８（２０２６）年３月末にも設け、引き続きこのような場を
設けていくと伺っております。区としましては出来る限り多く
の地権者の理解のもと、事業が進められることが重要と考えて
おり、より多くの地権者の合意が得られるよう再開発準備組合
に対して求め、必要な指導・助言を行ってまいります。 
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たことと違う」といった声が上がっており、都市計画を強行
決定すべきではない。意見書提出の機会がある事や再開発決
定後の扱いについて十分な説明を受けていない地権者もい
る。地権者全員の話し合いの場と、区⾧との面談の場等を設
けるべき。千歳烏山の街づくりを考え直す必要がある。 

⑭ 
・「ちとからまちづくりフォーラム」で、意見交換等の話し合

いをしているが、話された未来のまちづくりへの想いが無視
されている。再開発準備組合案に偏らず地元に住む区民の未
来まちづくりへの希望や暮らしも考えて欲しい。 

⑭ 
千歳烏山駅周辺では、東京都による京王線の連続立体交差事

業、区による駅前広場や補助２１６号線の整備、再開発準備組
合による市街地再開発事業の検討など複数の事業が進められて
いるため、区としましては、これらの都市計画事業等により、
千歳烏山駅周辺の街が大きく変わろうとしているこの機会を捉
え「ちとからまちづくりフォーラム」を設置し、町会や千歳烏
山商店街連合会、まちづくり活動団体、地域住民の皆様、鉄道
事業者等、様々な主体と街づくりの情報を共有するとともに、
まちづくりのアイデアを出し合いながら、より良いまちの将来
を一緒に考え、未来のまちづくりへの想いを共有し、その実現
に向けて、ともに実行していきたいと考えております。 

⑮ 
・説明会で出た意見が原案に反映されていないという声や、地

権者の３割の同意が取れておらず、地権者同士の話し合いが
出来ていないという意見もあったが、そのような状況で計画
を進めてよいのか。区は「誰も置き去りにしない街づくり」
を進めているが、本計画の進め方はこの考え方に逆行してお
り、反対意見が多い状況で計画を強制的に進めることに反対
である。 

 

⑮～⑰ 
素案説明会や情報交換会で頂いた多くの反対意見を含むご意

見への対応につきましては、令和３（２０２１）年６月に策定
した「千歳烏山駅周辺地区地区計画」における地区の目標や、
商業地区Ｂ１～商業地区Ｂ３における土地利用の方針のほか、
駅前広場南側地区の地権者の生活再建や市街地再開発事業に係
る事業の公共性や実現可能性など、多くの観点に照らし総合的
に判断しております。 
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⑯ 
・説明会や情報交換会での意見なども 全く計画に反映されず 

一方的な発信で不信感が募る。 
⑰ 
・駅前の公共事業でありながら、周辺住民の意見は原案に反映

されていない。特に高層ビルが地域に与える影響は大きい。 

こうした中、区としましてはできるだけ多くの方の理解と協
力のもとで、市街地再開発事業はもとより京王線の連続立体交
差事業や補助２１６号線、駅前広場などの都市計画事業を進め
ていくことが重要であると考えております。 

このため、区としましては、より多くの方の理解と協力を得
られるよう、引き続き、区ホームページや街づくりニュース等
での情報発信に加え、「街づくり情報交換会」等の開催を通じ
て地権者や周辺住民の皆様への情報提供・理解促進に取り組む
とともに、再開発準備組合に対しても「ちとからプラザ」等を
通じて、丁寧な対応が図られるよう必要な指導・助言を行って
まいります。 

（３）商業環境について 
・千歳烏山の将来をどのような姿にしていくのかを考えるうえ

では、再開発により人の流れが大きく変わることから、千歳
烏山駅の北側・南側を含む商店街全体が参加し、意見交換や
合意形成を図ることが必要である。 

 

（３）商業環境について 
千歳烏山駅周辺地区は、駅を中心として、南北両側にそれぞ

れ複数の商店街が密度高く広がり、個人商店や専門店、路地空
間などが織りなす独自の街を形成してきた文化や歴史があるも
のと認識しており、令和３（２０２１）年６月に策定した「千
歳烏山駅周辺地区地区計画」においては、回遊性のある魅力的
な駅前商業空間の維持・増進を図り、「駅南北の交流と人々が
集う魅力あふれるまち」の形成を目指すとしております。 

区においても、ご指摘のとおり駅の北側・南側を含む街全体
が参加し、情報共有を図ることが重要であると認識していま
す。 

こうした中、市街地再開発事業の建物低層部の商業部分につ
きましては、地権者で構成されている再開発準備組合には商店
街に所属する地権者も含まれており、千歳烏山に相応しい商業
施設のあり方を検討しています。 
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また、５つの商店街で構成されている千歳烏山商店街連合会
とも市街地再開発事業に関する検討状況の情報共有が図られて
いると伺っております。 

さらに、千歳烏山商店街連合会に設置されている街づくり委
員会では、商店街の街づくりの方針である「ちとから・まちづ
くりデザイン（令和４（２０２２）年４月策定）」の実現に向
けた取組みが進められており、区もこの活動を支援しておりま
す。区としましては、街づくり委員会と情報共有や連携が図ら
れるよう、再開発準備組合に引き続き必要な指導・助言を行っ
てまいります。 

(４）令和３（２０２１）年策定の地区計画について 
① 

令和３年の地区計画の決定時点の過程や理由を明確に説明し
た上で、決定して欲しい。 

・素案の時点で「商業地区Ｂ」であったものを商業地区Ｂ１、
Ｂ２、Ｂ３の３つに地区区分を変えた経緯や理由の説明がな
い。 

・３地区区分にした目的や意図の説明がない。 
・今回の変更原案では、商業地区Ｂとして１つの地区区分に変

更するが、その「経緯や理由」「目的や意図に対してどのよ
うな整理がなされたのか」が不明である。 

(４）令和３（２０２１）年策定の地区計画について 
① 

令和 3（２０２１）年６月に策定した地区計画について、当
時の素案の時点で地区区分の「商業地区 B」であったものを
「商業地区Ｂ１～商業地区Ｂ３」に変更した理由につきまして
は、当時、地区計画の議論と並行して、平成２６（２０１４）
年に策定した「千歳烏山駅周辺地区まちづくり構想」に示して
いた「駅前広場に相応しい新しい拠点整備」という位置づけを
踏まえ、地権者の皆様と具体的な街づくり手法を検討している
状況でした。 

こうした中、素案以降におきましては、ご指摘の「商業地区
Ｂ」については、具体的な街づくり手法の議論の熟度などを踏
まえた結果、いずれの地区においても「魅力ある駅前商業地の
形成及び建築物の敷地の統合を促進し、土地の合理的かつ適正
な高度利用と防災性の向上を図る」という土地利用の方針は共
通のものとし、変更する前の用途地域（Ｂ１：商業地域、Ｂ
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２：近隣商業地域、Ｂ３：第一種住居地域）の境界を基本に、
Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３の三区分を設け、敷地規模に応じて段階的な
容積率や高さの最高限度の制限を定めることにしました。 

② 
今回の関連都市計画である「第一種市街地再開発事業」を前
提に、仮に３つの地区区分を変更しなかった場合 

・商業地区Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３のそれぞれ面積のうち、建築敷地
面積に充てられる面積が２,０００㎡未満の区分があるなら
ばその区分と面積の説明がない。 

・２,０００㎡未満の区分があるならば、その区分の建築物の
高さの最高限度は何 m かの説明がないこと。 

・今回の変更原案にある地区区分の変更で、「第一種市街地再
開発事業」と「高度利用地区」が区分分けの面積と高さから
受けるプラスとマイナスの影響として、区民にとってそれぞ
れ大事と考えることが不明であり、それらを明確にした上で
決定して欲しい。 

② 
「商業地区Ｂ１からＢ３」の「建築物の容積率の最高限度」

に定めた敷地面積につきましては、元々、商業地域であった商
業地区Ｂ１は敷地面積の大小に係わらず、地区計画においては
容積率の最高限度を定めておらず、用途地域に定める容積率の
最高限度５００％が適用されます。 

これに対して、元々、近隣商業地域であった「商業地区Ｂ
２」及び第一種住居地域であった「商業地区Ｂ３」において
は、当該地区の土地利用の方針に「土地の合理的かつ適正な高
度利用と防災性の向上を図る」と示しており、敷地の統合を促
進するために、敷地面積が２,０００㎡以上の場合には、容積
率の最高限度５００％が適用されるような段階的制限を定める
ことにしました。 

こうした中、令和３（２０２１）年６月に当初の地区計画を
決定した以降、「第一種市街地再開発事業」を予定している区
域において、再開発準備組合が設立され、商業地区Ｂ１からＢ
３までの区域を一体的に統合することの議論が進められたた
め、関連する「高度利用地区」とも整合を図るために、ご指摘
のとおり、地区を統合しようとするものです。 

そのため、仮に現在の B1、B2、B3 の区分分けのままの場
合でも、「第一種市街地再開発事業」と「高度利用地区」の面
積と高さの制限内容は変わらないため、影響はございません。 
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（５）交通環境について 
① 
・千歳烏山駅周辺地区地区計画の変更について、慎重な審議を

尽くして欲しい。都市計画道路、京王線の高架化の完成を待
たずにバスロータリーや巨大建築を拙速に造る必要があるの
だろうか。 

② 
・道路・鉄道・バスなどの公共交通の安全な動線が確保されて

いないまま、駅前高層マンション建設が前提とされており、
住民の生活環境を多方面で圧迫し危険である。 

 

（５）交通環境について 
①② 

京王線の連続立体交差事業、補助２１６号線及び駅前広場
（バスロータリー）の各都市計画事業は、現在、令和１３(２
０３１)年３月を事業期間として、東京都及び区がそれぞれ取
組みを進めています。 

ご指摘の通り、「開かずの踏切の解消」とこれを契機とし
た、南北交通の充実を図るための都市計画道路の整備、交通結
節機能の強化を図るための駅前広場の整備を一体的に進めるこ
とで、工事期間の面でも街への負担を減らすことができ、同時
に完成させることで、各事業の効果を高め、街の発展にも寄与
するものですが、それぞれの事業に係る権利者の皆様のご意向
などもあることから、事業進捗が異なっております。 

区が事業を進めている補助２１６号線及び駅前広場につきま
しては、交通結節機能の強化を図るために引き続き、事業を推
進するとともに、京王線の連続立体交差事業につきましては、
事業主体である東京都や京王電鉄と連携し、事業を促進してま
いります。 

１－２ 地区計画の目標に関するもの 
（１）街の将来像について 
① 
・高層マンション建設には、より適した場所があると感じてい

る。千歳烏山の未来をどのように創造しているのか分からな
い。もっと住民に寄り添い、納得のいく施設を望む。 

② 
・駅前に居住機能を集めると、将来的に周辺の穏やかな住宅地

１－２ 地区計画の目標に関するもの 
（１）街の将来像について 
①～⑨ 

千歳烏山駅周辺地区は、「世田谷区都市整備方針（平成２６
（２０１４）年４月）」において、地域外に居住する区民も多
く利用する「主要な地域生活拠点」に位置づけられており、商
業・サービス、交流などの機能が充実した、区北西部において
中心となるにぎわいの拠点を目指しております。 
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を守り継ぐ人がいなくなることを危惧する。建物を大きくす
ることが本当に「持続可能な街づくり」につながるのか疑問
である。 

③ 
・千歳烏山駅周辺地区地区計画の変更（原案）に反対する。 
④ 
・千歳烏山駅前広場周辺地区計画変更の中止を求める。理由

は、都市計画道路及び広場で立ち退きにあたる地権者の不利
益になること、周辺商業施設の不利益になるため。 

⑤ 
・高層マンション建設は、地区計画の目標である『駅南北の交

流と人々が集う魅力あふれるまち』の形成を目ざす」と言う
目的に反するものであり、高層マンション建設を前提としな
い計画に変更するべき。 

⑥ 
・様々な人が来て街が壊れていくことが気がかりであり、経済

効果だけで判断せず、今後の千歳烏山地区をどうするのか重
要である。 

⑦ 
・今回の開発計画に賛成する。生まれ育った千歳烏山を次世代

に引き継ぎ、安心・安全や防災・利便性の向上、商業の活性
化、緑が調和したまちづくりを進めるため、元々住んでいた
人達の再建も含め、再開発を積極的に推進していくべき。再
開発の対象は現計画地区に限らず、駅北側の区民センター周
辺や南側の駐輪場エリアも含めて再開発を願う。これをきっ
かけに街の成⾧を促すものになって欲しい。時代に合わせて

このことから、京王線の連続立体交差事業等を契機に、区民
との意見交換等を重ねながら、平成２６（２０１４）年５月に
「千歳烏山駅周辺地区街づくり構想」を策定し、駅前広場南側
を「駅前広場に相応しい新しい拠点整備」と定めました。 

また、この街づくり構想を実現するため、令和３（２０２
１）年６月には「新たに整備を進める補助２１６号線と駅前広
場周辺は、街の玄関口として防災力や交通結節機能を強化する
とともに、市街地整備により活気とにぎわいを創出することと
している」と目標を掲げた地区計画を策定しました。 

この地区計画では、ご指摘の高層マンション建設地につきま
しては、「商業地区Ｂ１～商業地区Ｂ３地区」に位置づけ、魅
力ある駅前商業地の形成及び建築物の敷地の統合を促進し、土
地の合理的かつ適正な高度利用と防災性の向上を図ることとし
て位置づけました。 

こうした中、今回、地区計画に示す土地の合理的かつ適正な
高度利用と防災性の向上を図る手法が具体化されたため、地区
計画を変更するものです。 

市街地再開発事業は、限られた土地の中で、建築物の敷地を
統合し、道路の拡幅や駅前広場の整備などの公共事業を行いな
がら、地権者の現位置での生活再建を図り、街区全体の土地の
合理的かつ適正な高度利用を図りつつ、地区全体の防災性の向
上に資するとともに、建築物の敷地内に歩道状空地や広場など
の公共的空間を生み出し、安全で快適な歩行者環境の形成に寄
与する手法であると捉えています。また、ご指摘の周辺商業施
設や駅南北の交流と人々が集う魅力あふれるまちの実現に向け
ては、再開発ビルの低層部の商業地と広場創出による、回遊性
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街をバージョンアップしていって欲しい。 
⑧ 
・本再開発事業は駅前ロータリー整備を含めた駅前全体の再整

備計画であり、高さなどの個別の要素のみを取り上げて是非
を論じることには慎重であるべきと考える。⾧年この地に居
住してきたが、本計画が地域の利便性向上と将来の発展に資
するものと判断し、住み慣れた建物を手放す決断をしてい
る。駅前整備は地域の将来に関わる重要な計画であり、地権
者の立場にも十分配慮しつつ、建設的かつ具体的な議論のも
とで判断がなされることを求める。 

⑨ 
・今後、人口減少や気象の変化などに耐えられる街づくりを希

望する。それには、南側地区だけではなく、千歳烏山全体で
区の施設や商店街も巻き込んで再構築したほうが今後の千歳
烏山の発展になる。 

の確保により南北一体化を目指すことや「ちとからまちづくり
フォーラム」の取組みにより、周辺住民の皆様やまちづくり活
動団体の皆様とも対話を図りながら地区計画の目標の実現に向
けて取り組んでまいります。 

（２）街の魅力について 
① 
・烏山がこれ以上劇的に変化することを望まない。 
② 
・景観が大事であり、永年の年月を経て育んできた街並み、風

土が大事であり、行政のスタンスは重要である。千歳烏山
は、⾧い年月をかけて住民が育んできた歴史ある街並み、人
の温かさを感じられるヒューマンスケールの環境、寺町や商
店街などの地域特性によって魅力を創り出してきた。高さ１
４０ｍの高層マンションにより、圧迫感が生まれ、広い空が
なくなり、ビル風や日影などの影響、住民サービスの混乱、

（２）街の魅力について 
①～⑭ 

区としましては、千歳烏山駅周辺地区は、駅を中心として、
南北両側にそれぞれ複数の商店街が密度高く広がり、個人商店
や専門店、路地空間などが織りなす独自のにぎわいと温かみの
ある街並みを形成してきたものと認識しております。 

こうしたことから、令和３（２０２１）年６月に策定した本
地区の地区計画においては、回遊性のある魅力的な駅前商業空
間の維持・増進を図り、「駅南北の交流と人々が集う魅力あふ
れるまち」の形成を目指すとし、「街並み誘導型地区計画」の
制度を活用し、５つの商店街の主要な道路に面する建築物の１
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街のつながりの分断、温かいローカルな街の景観や雰囲気が
壊されてしまうため、高層マンションの建設には反対し、計
画の見直しをすべき。 

③ 
・画一的な開発ではなく、歴史ある烏山寺町や個性的な商店

街、世田谷野菜の畑など、今ある景観、これまでの歴史の中
で育まれてきた商店街等の町の個性や雰囲気、住民の今の生
活を大事に守って欲しく、千歳烏山の文化や歴史を壊してま
で進める開発に、持続性を見い出せないため、高層マンショ
ンの建設には反対し、地区計画の変更に反対する。 

④ 
・千歳烏山を賑わいのある街にするには、独創的であったり、

他の地域には無い魅力を作る方が良い。 
⑤ 
・高層マンション低層部に入る商業施設がチェーン店ばかりに

なれば、千歳烏山の魅力である「個人の専門店文化」が破壊
される。地域経済が循環するような具体的な施策の説明を求
める。 

⑥ 
・千歳烏山の駅前が新しく生まれ変わることへの期待がある一

方で、高さ１４０ｍの高層マンションを中心とした地区計画
案には不安を感じる。この街が⾧年にわたり培ってきた「生
活のぬくもり」があるヒューマンスケールで、有機的な街の
つながりを分断してしまうのではないか。 

⑦ 
・人口増加によって、地価の上昇や、学校などの教育施設、診

階部分の住居系用途の制限や壁面の位置の制限、建物の高さの
最高限度の制限などにより、建物の建替えを契機とした、回遊
性のある魅力的な駅前商業空間の形成を目指しています。 

区としましては、５つの商店街における建物の建替えを契機
とした店舗等の誘導により、地域コミュニティの形成やにぎわ
いの創出につながる街並みの形成を図るとともに駅前広場南側
地区においては、土地の合理的かつ適正な高度利用による公共
的空間の創出や防災性の向上を図ってまいります。 

また、高層マンションの低層部において現位置再建を希望さ
れている事業者の生業を確保するとともに、駅周辺の既存商店
街との回遊性に寄与する動線計画などを誘導することにより既
存商店街との有機的な街の一体性や連続性などが確保されるよ
う、再開発準備組合に求めていきます。 

また、高層マンションの建築計画につきましても、景観や日
照、歴史や専門店文化をはじめとする地域文化など、千歳烏山
らしさに配慮し、調和した計画となるよう、引き続き再開発準
備組合に対し求めていくとともに、必要な指導・助言を行って
まいります。 
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療所などの医療機関、世田谷区の住民サービスの混乱などが
考えられる。歴史と文化を尊重し今ある地域を大切にしたい
ため、超高層マンション建設に反対である。 

⑧ 
・千歳烏山駅周辺の街の人間的な佇まいは重要な文化遺産でも

あり、庶民的で気楽な空気感や伸び伸びした活力は変わらず
にあって欲しい。大改造すべき区域ではない。 

⑨ 
・他地区の再開発事業では、周辺地域も家賃が上がる傾向にあ

り、資金力のない個人店には不向きな商業施設とその周辺地
域になるため、千歳烏山らしい個性のあるお店によるにぎわ
いは、かえって失われるのではないかと危惧している。 

⑩ 
・昭和の時代の人情が残っているこの街を存続させるため、高

層マンションの建設には断固反対である。 
⑪ 
・千歳烏山は小さな商店が集まり、人の体温が感じられること

が魅力であり、その独自の魅力に高層マンションはそぐわな
い。高層マンションが建ち大手テナントが入れば、どこにで
もある街のようになり、千歳烏山らしさが失われてしまう。
建物は低層とし、烏山のまちの将来像について、知恵を出し
合ってもっと検討し、本計画を見直すべきである。 

⑫ 
・千歳烏山界隈は暮らす人に程よいサイズ感で、路面店のにぎ

わいが街の特徴である。京王線の高架化を機に再開発をする
のは賛成だが、そこに高層マンションが必要なのかは甚だ疑



 

４１ 

問。 
⑬ 
・近代都市にせず、祭りや商店街でにぎわう、公園・寺町・

畑・神社等残した歴史ある千歳烏山の良さを生かし実情に合
わせた規模での再開発や芦花公園駅方向や旧甲州街道との回
遊性を考慮した開発を希望する。 

⑭ 
・自然環境を大切にした広場を中心に低層の商店街が広がる千

歳烏山駅が希望するイメージであり、若い人がチャレンジで
きるカフェや昔ながらの商店が並ぶ千歳烏山駅前が良かった
と思う。 

（３）計画について 
① 
・今ある駅前通りの幅員では高層マンションは建てられないの

ではないか。 
② 
・補助２１６号線の線路北側は、道路整備の目途が立っておら

ず、また、計画地を囲む道路状況は、高層建築物にふさわし
くなく、建築物の法の趣旨である「居住環境の保護」が達成
できないのではないか。 

（３）計画について 
①② 

計画地を囲む道路状況につきまして、計画地の東側は建築基
準法第４２条第１項第四号に規定する計画道路である計画幅員
１６ｍの補助２１６号線に、北側は計画道路である駅前広場、
西側から南側にかけては駅前通りとバス通りにそれぞれ面する
ことになります。 

こうした中、建築物の高さや容積率につきましては、建築基
準法上、道路幅員による影響がないことを確認しているととも
に、街区の特性や道路幅員の側面からも、道路状況の側面にお
いては、直ちに法の趣旨である「居住環境の保護」が損なわれ
るものではないとは認識しております。 

ご指摘の道路整備状況につきましては、補助２１６号線の線
路の北側と南側も含め、事業期間である令和１３（２０３１）
年３月の完成を目指し、地権者の皆様のご理解とご協力のも
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と、事業を推進している状況です。引き続き、京王線連続立体
交差事業の進捗状況も踏まえながら、期間内の完成を目指し事
業を進めてまいります。 

③ 
・駅前という公共性の高い場所では、大規模建築物により強く

規定されるよりも、コンパクトな住居や商業施設、広場など
が複数配置され、歩行者が空の下を回遊しながら楽しめる街
並み、多様で分節化された空間構成の方が千歳烏山に適して
いるのではないか。 

④ 
・より低い設計で上手にバランスを取れる工夫はないのか比較

検討すべき。 
⑤ 
・例え、建物があっても地上階を豊かな緑の広場として開放し、

歩行者に威圧感を与えない設計こそが、今の千歳烏山には求
められているのではないか。 

 
 

③～⑤ 
千歳烏山駅周辺は、本区の都市づくり・街づくりの総合的な

基本方針である「世田谷区都市整備方針（令和２６（２０１４）
年４月）」において、地域外に居住する区民も多く利用する「主
要な地域生活拠点」に位置づけており、商業・サービス、交流
などの機能が充実した、区北西部において中心となるにぎわい
の拠点を目指しています。 

こうした中、令和３（２０２１）年６月に策定した本地区の
地区計画においては、回遊性のある魅力的な駅前商業空間の維
持・増進を図り、「駅南北の交流と人々が集う魅力あふれるまち」
の形成を目指すとし、「街並み誘導型地区計画」の制度を活用し、
５つの商店街の主要な道路に面する建築物の１階部分の住居系
用途の制限や壁面の位置の制限、建物の高さの最高限度の制限
などにより、建物の建替えを契機とした、回遊性のある魅力的
な駅前商業空間の形成を目指しています。 

また、駅前広場南側地区につきましては、「商業地区Ｂ１～
商業地区Ｂ３」における「土地利用の方針」を踏まえ、建築物
の敷地の統合や土地の合理的かつ適正な高度利用と防災性の向
上を図ることを位置づけており、既存の商店街と駅前広場南側
地区が一体となり、まちの玄関口として「主要な地域生活拠
点」にふさわしい活気とにぎわいづくりを実現しようとしてい
ます。 

ご指摘の建物の規模につきまして、市街地再開発事業等に関
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する準備組合案は、広場などの公共的空間の確保、現在営業・
居住されている地権者の生活再建に加え、防災性の向上や歩行
者環境の改善など、まちの課題解決を図りながら、商店街のに
ぎわいの維持・増進を目的としています。これらの実現に向
け、建築物の統合や土地の高度利用を図る計画として、現行の
規模が整理されています。区としても周辺環境との調和や公共
性の確保が十分図られる計画となるよう、再開発準備組合に対
し、引き続き必要な指導・助言を行ってまいります。 

（４）景観・周辺環境について 
① 
・計画中の高層マンションにより、周囲の戸建てや低層住宅が

⾧時間日影となり、街並み・生活環境・財産価値・眺望等に
深刻な影響が出る。日影の影響を受ける駅の北側地区の住民
へ説明はしているのか、日影の影響を受ける住民に説明すべ
きではないか。また、日照権も深刻な問題であり、地域住民
を犠牲にする計画は止めて欲しい。 

② 
・日影やビル風の影響により、周辺住民の安全性、快適性が損

なわれ、住環境や歩行環境の悪化が懸念されるため、納得の
いくシミュレーション結果と対策も示されているとも言い難
く、高層マンションに反対する。千歳烏山は低層住宅を中心
とした落ち着いた街並みと、住環境の良さが評価されている
が、歴史を無視した高層建築は、千歳烏山に住む人、集う人
たちを失望させ、不愉快にもさせる。 

③ 
・高層マンションが建つことで、自然環境への影響や生活環境

（４）景観・周辺環境について 
①～㉒ 

建築物の高さの最高限度につきましては、地区計画の地区区
分にある「商業地区Ｂ」の区域内の現位置での生活再建や、駅
前広場南側地区におけるにぎわい創出に資する商業機能の導
入、建物更新による防災性の向上などを図るとともに、駅前広
場用地の創出・整備、建築敷地における広場や歩道状空地など
の公共的空間の確保などの公共貢献などを踏まえ、本地区では
指定容積率５００％に、「東京都高度利用地区指定方針及び指定
基準（令和６（２０２４）年３月）」に基づく公共貢献分の２０
０％の容積率を加算した７００％を活用した土地の高度利用を
図る都市計画を予定しています。 

こうした中、再開発準備組合の建物計画案では、公共的空間
の確保等により建築可能な面積が制限される中で、商業フロア
は、商業施設としての回遊性や利便性を踏まえ、周辺の街並み
との調和を図るために３階程度の低層部とする計画としていま
す。居住フロアは、日影や圧迫感、風害の低減等の周辺環境へ
の影響をより抑えた上で、共同住宅として必要な採光などの居
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の悪化が懸念され、経済的効果を上回る害が生じる可能性が
高い。過度な商業的賑わいよりも、住民が静かに過ごし心の
ゆとりを得られる、自然と調和した安全な環境の維持が必要
である。 

④ 
・高層マンション周辺ではビル風が強くなり、周囲を歩くのが

困難になる、土が舞い上がり農作物が作れない等、様々な弊
害が予想されるため、低層階のマンションへの計画を見直し
てもらいたい。 

⑤ 
・これまで地元の色々な変化を見て複雑な思いもありながら、

変化を受け入れてきたが、景観の悪化、空や眺望・日照の喪
失、ビル風などによる歩行環境の悪化、高層化の圧迫感があ
り、様々な年代が暮らして行くのに必要があるとは思えない
ため、高層マンション計画には反対である。区には「風景づ
くり条例」があり、暮らしやすい都市の魅力として、景観が
重要と認識しているはずだが、事業に考慮されておらず、容
積率の消化を優先し、地域の情緒との調和などが置き去りに
されていると思われる。人との繋がりや助け合い精神を失わ
せる計画を取りやめて欲しい。 

⑥ 
・高層マンション建設に反対である。千歳烏山の魅力である低

層住宅と商店街が織りなす、ほっとする街並みやコミュニテ
ィ、広い空が、高層マンション建設により、景観の悪化、風・
日照などの周辺環境も悪くする。景観を害する超高層ビルを
建てる以外にも再開発の方法はあると思う。 

住環境を考慮し、建物上部を細くするなど形状を工夫した高層
部とする計画とされております。 

その上で、商業施設や住宅などに必要な建築物の階高や免震
構造等の設備階を考慮し、必要な諸条件を満たしつつ容積率の
十分な活用を検討した結果、建築物の高さは１４０ｍ程度必要
であることから、建築物の高さの最高限度を１４０ｍとしてい
ます。 

近隣に建物が新たに建つ場合には、建物の高さの高い低いに
係わらず建築物から日影が生じます。こうした中、再開発準備
組合が検討した計画案においては建物を南北に細⾧く配置する
ことにより、周辺に対する日影の影響が少なくなるよう配慮し
た計画となっております。引き続き、周囲に配慮した建築計画
とするよう再開発準備組合に対して求め、必要な指導・助言を
行ってまいります。 

景観につきましては、世田谷区風景づくり条例や関連計画に
基づき、周辺環境との調和を図ることも踏まえて検討されるこ
とになりますが、区としましては、景観上の周辺との調和や配
慮を図るよう、再開発準備組合に対して求め、引き続き必要な
指導・助言を行ってまいります。 

ビル風の影響につきましては、建物高層部分を細くし建築面
積を小さくすることで、周辺への圧迫感の軽減や高層部に当た
った風が低層部の上部を通るようにすることで、地上部に直接
吹き降ろす風の量が少なくなるよう配慮されております。風環
境の周辺への影響につきましては、引き続き、建築計画の熟度
の高まりに応じて適切なシミュレーション等による検証を行う
とともに、その結果に合わせた対策を計画段階から検討し、影
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⑦ 
・都心の地価が高騰した地域と同様に考えることは、千歳烏山

に安心して住むことを拒否することに繋がるため、千歳烏山
には高層ビルは相応しくない。 

⑧ 
・高層マンションは、建築デザインの質の低さが問題である。

床面積効率や施工コストが優先され、街並みとの調和や⾧期
的な景観形成、機能美への配慮が乏しい建築が多く、完成直
後から陳腐化し、街の中心に恒久的な圧迫感を残してきた。
このような建築が駅前という象徴的な場所に建つことは、街
の将来像に深刻な影響を与える。 

⑨ 
・高層マンション建設に反対である。巨大な建物が、千歳烏山

駅周囲の４分の１にできるのは、アンバランス。千歳烏山の
良さの象徴である広い空と穏やかな景観を損ない、街全体が
持つ落ち着いた優雅な雰囲気といった地域の財産を奪ってし
まう。 

⑩ 
・周辺の住居との調和を考え、中低層の建物を建てるべきであ

る。 
⑪ 
・高層マンション建設には反対である。千歳烏山には高層ビル

は相応しくない。 
⑫ 
・京王線の高架化は、街を一つにする絶好の機会だからこそ、

空を切り取る垂直の壁を建てるのではなく、誰もが安心して

響を可能な限り低減するよう再開発準備組合に対して求め、必
要な指導・助言を行ってまいります。 

みどりの創出につきましては、「世田谷区みどりの基本計
画」等に基づき、当地区の再開発事業においても、敷地内や公
共空間での緑化の推進などにより、周辺環境との調和やみどり
の創出が図られる計画となるよう、再開発準備組合に対し、引
き続き必要な指導・助言を行ってまいります。 

なお、千歳烏山駅周辺地区は、駅を中心として、南北両側に
それぞれ複数の商店街が密度高く広がり、個人商店や専門店、
路地空間などが織りなす独自の街を形成してきた文化や歴史が
あるものと認識しております。 

区では、地区特性や状況を踏まえ、敷地の統合や土地の高度
利用などの合理的な土地利用を誘導するとともに、安全で快適
な歩行者空間の確保及び防災性の向上などを図ることで、住環
境に配慮しながら回遊性のある魅力的な駅前商業空間の維持・
増進を図り、「駅南北の交流と人々が集う魅力あふれるまち」
の形成を目指してまいります。 
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歩き続けられる「水平の広がり」と、地域の個性を次世代へ
繋ぐ「余白のある開発」を願う。 

⑬ 
・再開発事業は、今後何十年にわたる重要な計画であり、将来

世代にとって誇れる風景を残せるよう、画一的な駅前再開発
ではなく、地域の個性を一層磨くような先進的な事例となる
ことを期待する。 

⑭ 
・１区画だけの高層マンションというのは、商店街利用者とし

て威圧感がある。 
⑮ 
・高い建物は千歳烏山の雰囲気に合わず、異質な印象があるた

め反対である。 
⑯ 
・周辺が主として低層建物で構成されている中で、突出した高

層マンションは、景観上の不連続性や地域の顔や象徴的存在
になることに違和感がある。 

⑰ 
・景観を損ねる高層マンションを建てる必要性は全く分からな

い。 
⑱ 
・高層マンションは、空や周りの景色を遮り閉塞感を生み出し、

外の世界を遮断し、人との繋がりや助け合い精神を失わせる、
ビル風や日影、環境問題も発生させる。本当に大事な事は何
かという事を真剣に考え、この計画を取り止めて欲しい。 
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⑲ 
・ファミリー層がより良く過ごすための空間ではなく、無関係

な富裕層のために、空を覆い千歳烏山の穏やかな景観を崩し、
日影を作り出し、地域住民を犠牲にする計画はやめて欲しい。 

⑳ 
・高層マンションによる日影、近隣からの眺望景観、地震等の

大規模災害による大きな影響が想定される中、居住環境の安
全確保の点で極めて懸念されるため、現行計画の見直しを求
める。 

㉑ 
・世田谷の住宅地にタワー高層マンションは要らない。千歳烏

山は、緑豊かなまちであり、高層ビルが景観を損なう。千歳
烏山では下北沢に習ったまちづくりを実践して人にやさしい
まちづくりを実行して欲しい。 

㉒ 
・京王線は高架化であっても、地下化した下北沢のように生活

環境の質を高める再開発が可能である。踏切解消や高架下の
活用は歩行者の回遊性や公共空間づくりにつながるため、鉄
道の高架化を建物の高層化や高容積化への根拠にせず、生活
者目線の都市設計へつなげることが重要である。 

㉓ 
・今の緑豊かで落ち着いた環境を乱して欲しくなく、世田谷区

が緑の多いクワイエット クオリティ（静かな贅沢）のような
素晴らしい区となることを望んでいる。環境汚染を発生させ
るような取り返しがつかない工事をしないで欲しい。 

 

㉓ 
市街地再開発事業に伴うみどりの保全や創出、環境の保全に

つきまして、区では「世田谷区みどりの基本条例」や「世田谷
区環境基本条例」などのほか、工事における環境確保につきま
しては、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」な
どの遵守を求めています。 
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こうした中、みどりの創出につきましては、敷地内や広場等
の公共的空間における緑化などが図られる計画となるよう、準
再開発準備組合に対して求め、引き続き必要な指導・助言を行
ってまいります。 

（５）社会状況について 
① 
・高層マンションは、人口減少が進む将来を見据えると、地域

の実情や大規模災害・気候変動といった時代の流れにそぐわ
ず、静かな住環境を損なう暴挙であるため、この計画に断固
反対する。将来に対応できる千歳烏山の発展のためには、南
側地区だけでなく、区の施設や商店街も含めた地域全体で再
構築を進めることが望ましい。低層の豊かな街並みを望み、
高層マンションの計画の見直しが必要である。 

② 
・⾧期的視点で考えると千歳烏山の住人及び労働者は離れてい

くのではないか。 
③ 
・人が生活する街から商業地域にしたいということは良くわか

るが、若者や子どもたちが暮らしやすい環境を維持できなけ
れば、若者が離れ、将来的に住民が消えていくかもしれない。
子どもたちが生活しやすく、若い世代も住み続けられる街づ
くりが必要である。本計画資料には、高層マンション完成後
３０年、５０年といった未来の社会変化に対する時間軸での
構想が示されていない。 

④ 
・本計画資料には、高層マンション完成後３０年、５０年とい

（５）社会状況について 
①～④ 

区では、人口減少が予測される時代においても、市街地再開
発事業により、街の課題解決を図りつつ、回遊性や安全性、防
災性の高い拠点を形成し、若い世代から高齢者まで多様な世代
が安心して住み続けられる環境を形成することは重要であると
考えており、令和３（２０２１）年６月に本地区地区計画の目
標である「駅南北の交流と人々が集う魅力あふれるまち」の形
成を目指してまいります。 

また、「ちとからまちづくりフォーラム」では、令和７年度
の取組みとして、千歳烏山駅周辺全体の街づくりについて、子
ども若者や子育て世代、地域の皆様から多くのご意見やアイデ
アを頂いているところです。こうした子ども若者の視点でのア
イデアを街づくりに活用し、子ども若者にとっても魅力的な街
となるよう街づくりを推進してまいります。 
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った未来の社会変化に対する時間軸での構想が示されていな
い。 

⑤ 
・千歳烏山がこれ以上劇的に変化することや、人口の増加によ

って既存住民の生活権利を脅かし、買い物困難等の不便が生
じるため反対する。 

⑤ 
人口増加による買い物困難等の不便が生じるというご懸念に

つきましては、地権者で構成されている再開発準備組合には商
店街に所属する地権者も含まれており、市街地再開発事業に係
る建物低層部の商業部分に関して、千歳烏山に相応しい商業施
設のあり方を検討しています。 

また、５つの商店街で構成されている千歳烏山商店街連合会
とも市街地再開発事業に関する検討状況の情報共有が図られて
いると伺っております。 

ご意見の趣旨につきましては、再開発準備組合や千歳烏山商
店街連合会とも情報共有を図ります。 

（６）駅周辺街づくりについて 
① 
・千歳烏山駅前の高層マンションの建設が可能になる都市計画

変更には、絶対に反対する。現在の「蘆花公園」周辺の不動
産開発ですら、道路整備が全く無視されている中、高層マン
ション建設など行えば「千歳烏山駅前」から周辺まで、その
生活環境が一転し、歴史、文化、日常をことごとく無視した
「生活地域壊滅」を招きかねない。 

② 
・千歳烏山の住みやすさを考えると、高層マンション建設に反

対である。市街地再開発事業の前に、京王線の連続立体交差
事業を早く進めて欲しい。 

 

（６）駅周辺街づくりについて 
①～④ 

千烏山駅周辺では、京王線の連続立体交差事業が令和１３年
（２０３１）年３月を事業期間として、鋭意工事が進められて
おります。 

高層マンションの計画地を囲む道路状況につきましては、東
側の計画幅員１６ｍの補助２１６号線及び北側の駅前広場は、
それぞれ都市計画事業として区が整備を進めています。 

これらの各事業を一体的に進めることで、工事期間の面でも
街への負担を減らすことができ、同時に完成させることにより
各事業の効果を高め、街の発展にも繋がると考えております。 

千歳烏山駅周辺の街づくりにつきましては、令和３（２０２
１）年６月に策定した「千歳烏山駅周辺地区地区計画」におい
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③ 
・千歳烏山駅前開発については理解できるが、駅前開発は北側

や西側などを含めた千歳烏山地域の総合開発の視点で考える
必要がある。 

④ 
・京王線高架化後の駅周辺の商店街全体の再開発指針が見えな

い中で、南側だけ高層マンション付き商業施設を先行的に進
める計画は、唐突で時期尚早感が否めない。街のにぎわいは
住民や来訪者が育むものであり、ビジョンもないハコモノ建
設だけでは生まれなく、線路より南側だけを整備しても、北
側が整備されなければ、不十分である。 

 
 

て、本地区の特性を踏まえ、回遊性のある魅力的な駅前商業空
間の維持・増進を図り、「駅南北の交流と人々が集う魅力あふ
れるまち」の形成を目指すとし、「街並み誘導型地区計画制
度」を活用し、５つの商店街の主要な道路に面する建築物の１
階部分の住居系用途の制限や壁面の位置の制限、建物の高さの
最高限度の制限などにより、建物の建替えを契機とした、回遊
性のある魅力的な駅前商業空間の形成を目指しています。 

また、駅前広場南側地区につきましては、本地区地区計画に
おいて建築物の敷地の統合や土地の合理的かつ適正な高度利用
と防災性の向上を図ることを位置づけており、既存の商店街と
駅前広場南側地区が一体となり、まちの玄関口として「主要な
地域生活拠点」にふさわしい活気とにぎわいづくりの実現に向
けて街づくりを推進してまいります。 

 
⑤ 
・計画の見直しを求める。高層マンションの建設には反対であ

る。税金が使われる以上、市街地再開発事業の成果は、多様
な立場の住民に広く還元されるべきであり、富裕層や投資目
的に偏った高層マンションは、地域に根づきにくく住民同士
のつながりも生まれにくいと感じている。 

⑥ 
・東日本大震災の被災地は、人口が少なく皆さんで助け合って

いたが、東京では、自分や家族を守る事ばかりを考え、他人
に対する思いやりを持たないギスギスした嫌な状態を生み出
すと思う。 

⑤⑥ 
区では、大規模な共同住宅が建築された場合や、実際に居住

することを目的とせず転売益を目的とした投機的な住戸が多く
なることなどによる地域コミュニティへの影響についてご心配
があることは把握しています。 

こうした中、区では、町会・自治会活動、加入促進活動に役
立てていただくために、新しく大規模な共同住宅が建築された
場合はもとより、区内の町会・自治会による具体的な加入促進
に向けた工夫をまとめた「町会・自治会活性化ハンドブック（平
成３０年４月）」を発行しておりますので、ご活用いただきたい
と考えております。 

さらに、区としましては、再開発準備組合に対し、再開発事
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業に係る新たな住民と地域住民とのコミュニティ活性化に向け
た対応について求め、必要な助言を行ってまいります。 

⑦ 
・高層マンション居住者と既存周辺住民との間に生活意識や利
用動線の分断が生じないかについても、十分な検討が必要と考
える。 

⑦ 
再開発準備組合の計画案では、歩道状空地や広場などの公共

的空間を生み出し、快適な歩行者環境やにぎわいの創出を考え
ています。引き続き、地域住民の皆様が日常的に利用できる空
間や地域活動が生まれやすい環境づくりについて、再開発準備
組合に求めるとともに、区として必要な指導・助言を行ってま
いります。 

⑧ 
・高層マンションや駅前ショッピングモールと、高架化される

京王線の改札をペデストリアンデッキで直結し、その下に駐
輪場を整備し、現在の路上駐輪の状況を改善して欲しい。 

⑧ 
高層マンションや駅前ショッピングモールと、高架化される

京王線の改札をペデストリアンデッキで直結するというご指摘
につきましては、ご意見として承ります。 

千歳烏山駅周辺における路上駐輪の状況につきましては、区
及び地元商店街としましても重要な課題であると認識しており
ます。 

区では、自転車等放置禁止区域においては、放置自転車の撤
去を行う対策を実施し、一方で、これまで駐輪場の新設、改修
整備を行い、駐輪需要に応える整備台数の拡充に努めてまいり
ました。 

また、駅周辺の５つの商店街で構成される千歳烏山商店街連
合会においても、自転車のマナー啓発や既存駐輪場の利用促進
に向けた検討などが進められております。 

こうした区と地元との連携によるソフト的な取組みを進めつ
つ、市街地再開発事業によって公共的空間として創出される歩
道状空地や広場が安全で快適に利用できる空間となるよう、再
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開発準備組合等とも連携しながら、総合的な街づくりを推進し
てまいります。 

（７）計画の見直しについて 
① 
・千歳烏山駅周辺は、道が狭く店が密集しており、開発によっ

て緊急車両が通行しやすくなり、災害時に避難しやすくなる
ことなど、防災や道路整備の必要性、開かずの踏切の解消な
どは理解できるが、その手段としてこれほどの高さと規模の
高層マンションを建てる必要性は全く理解できず反対であ
る。その駅、その街ごとの色をしっかりと見て判断すべきで
ある。 

② 
・何らかの新しいことをすることは必要であるが、今回の計画

の中にある高層マンションを建築する件は必ず悪例となる。 
③ 
・世田谷区、千歳烏山にこれ以上、高層マンションは不要であ

り、断固反対する。既にある高層マンション周辺では強風な
どの問題も生じており、新たな高層マンションは将来の負の
遺産となる。 

④ 
・千歳烏山駅前の再開発は理解できるが、高層マンション建設

には反対する。駅前開発にマンションが必要なことは理解で
きるが、低層マンションへの代替案をお願いしたい。 

⑤ 
・街づくりを変える時には慎重に検討すべき。今後６０年先を

考えた時に負の遺産となりそうな建物を区が率先して施策し

（７）計画の見直しについて 
①～⑰ 

区では、令和３（２０２１）年６月に補助２１６号線と駅前
広場の整備に合わせ、魅力ある駅前商業地の形成及び土地の合
理的かつ適正な高度利用と防災性の向上を図るため、用途地域
及び高度地区を変更し、容積率の最高限度を５００％とし、こ
れに合わせて高さの最高限度を定めない都市計画に見直しをし
ました。 

その中で、再開発準備組合の提出案については、地区計画の
地区区分にある「商業地区Ｂ」の区域内の現位置での生活再建
や、駅南側地区におけるにぎわい創出に資する商業機能の導
入、建物更新による防災性の向上、駅前広場用地の創出・整
備、建築敷地における広場や歩道状空地などの公共的空間の確
保などの公共貢献などを踏まえ、「東京都高度利用地区指定方
針及び指定基準（令和６（２０２４）年３月）」に基づき公共
貢献分の２００％の容積率を加算した７００％を活用した土地
の高度利用を図る都市計画を予定しています。 

建物計画案では、公共的空間の確保等により建築可能な面積
が制限される中で、商業フロアは、商業施設としての回遊性や
利便性を踏まえ、周辺の街並みとの調和を図るために３階程度
の低層部とする計画としています。居住フロアは、日影や圧迫
感、風害の低減等の周辺環境への影響をより抑えた上で、共同
住宅として必要な採光などの居住環境を考慮し、建物上部を細
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ていくのはどうなのか。 
⑥ 
・少子化や空き家問題を抱える状況で、高層マンション建設に

巨額の税金を投入し、烏山らしい個人経営店の多い個性的な
商店街を侵害し 畑が街中に点在する平地の街の景観や公共
性を著しく損ねる都市開発は絶対反対である。 

⑦ 
・住民・商店・事業者が協働して進めた他地域の成功例に学

び、高層マンションに頼らない都市計画を検討すべき。世田
谷区の掲げる「持続可能で誰もが安心して住み続けられる世
田谷」という理念に照らしても、千歳烏山の高層マンション
の計画は再検討が必要であり、見直して欲しい。 

⑧ 
・下北沢再開発のように、住民・商店・事業者が協働した合意

形成の事例に学ぶべきであり、区が掲げる「持続可能で誰も
が安心して住み続けられる世田谷」という基本計画に照らし
ても、本計画の抜本的な見直しを強く求める。 

⑨ 
・他の成功した町を参考にして、高層マンションに頼らない都

市計画を考えるべき。 
⑩ 
・高層マンション計画に反対する。三鷹市や神戸市のように、

世田谷区も地権者が再検討できるように見習って欲しい。 
⑪ 
・千歳烏山に高層マンションは要らない。１０階建て程度なら

ば受け入れる。建築費のために住居を増やすのではなく、別

くするなど形状を工夫した高層部とする計画とされておりま
す。 

その上で、商業施設や住宅などに必要な建築物の階高や免震
構造等の設備階を考慮し、必要な諸条件を満たしつつ容積率の
十分な活用を検討した結果、建築物の高さは１４０ｍ程度必要
であることから、建築物の高さの最高限度を１４０ｍとしてい
ます。 

区としましては、京王線の連続立体交差事業による「開かず
の踏切の解消」と、これを契機とした南北交通の充実を図るた
めの補助２１６号線の整備、交通結節機能の強化を図るための
駅前広場の整備と、市街地再開発事業を一体的に進めるととも
に、５つの商店街における個別建替えを契機とした、安全で快
適な歩行者空間の確保や、回遊性のある魅力的な駅前商業空間
を形成することなどにより、地区計画の目標に定める「駅南北
の交流と人々が集う魅力あふれるまち」の形成の実現を目指し
てまいります。 

また、市街地再開発事業に係る補助金につきましては、市街
地再開発事業は都市計画法及び都市再開発法に基づいて、敷地
の統合による土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更
新を図る公共性の高い事業であることから、公衆が利用できる
空地等の整備に要する費用の一部を補助する制度があります
が、補助金の活用にあたっては、その公共的な効果や事業の妥
当性が前提となります。 
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の方法で建築費を賄う方法を考え、実現できる案を詰めてか
ら進めて欲しい。巨額の税金が使われるなどあり得ない。 

⑫ 
・地震時に強い不安に襲われるような高層マンションを世田谷

区に建てないで欲しい。 
⑬ 
・千歳烏山は、既存の街を有効に活用することで、街を生かし

たまま壊さず盛り上げることができると思う。さらに駅前開
発、高層マンションの建設にかかわる税金もかなりのもので
あり、開発の方法次第でかなりの費用の軽減と千歳烏山の発
展に寄与できると思う。 

⑭ 
・高層マンション建設に反対である。資源や商店街を中心とし

たコミュニティ、景観を大切にしていきたいと切に思う。街
の魅力を削ぐことに資源と税金を注ぎ込むのではなく、イン
フラの整備や商店街の維持に使って欲しい。 

⑮ 
・統一された駅前空間・商店街の断裂、居住者・受益者間の社

会的分断のほか、時代錯誤的施策を推進する行政に対する信
頼喪失、関連業者のイメージ失墜等が必ずもたらされるため、
強く反対である。 

⑯ 
・千歳烏山の商店街は昔から一部の人が良いことに反対し、街

の発展を妨げている。本計画を認めると商店街が良くなるど
ころか、若人が集まってくる要素がないと思う。事業協力者
以外のデベロッパーなどを交えてより良い方法を考えるべき
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だと思う。 
⑰ 
・高さ１４０ｍの根拠の説明もなく、本計画の高層マンション

には反対である。千歳烏山の景観や街の規模に合った建物が
良い。商業施設兼住居や、低層・分散型の配置、緑豊かな公
共空間を確保するなど、より現実的で街に調和した代替案を
検討すべきである。本計画の進め方は「誰も置き去りにしな
い街づくり」を進めている区の考え方に逆行しており、反対
意見が多い状況で計画を強制的に進めることに反対である。 

（８）商業環境について 
・補助２１６号線が旧甲州街道まで開通すればバス停を駅前広

場に集約する可能性があると考える。この場合、千歳烏山駅
周辺の商業環境に大きな影響があり、商業エリアのテナント
の種類によっては昔ながらの商店への影響もあると思うし、
大型店が撤退した場合の事態を想定しているのか、区の回答
を求める。 

（８）商業環境について 
区では、交通結節機能の強化を目的として、駅前広場に駅周

辺に位置しているバスやタクシー乗り場の集約を計画しており
ますが、既存バス停の取り扱いにつきましては、今後、バス事
業者と協議・調整してまいります。 

市街地再開発事業の建物低層部の商業部分につきましては、
地権者で構成されている再開発準備組合には商店街に所属する
地権者も含まれており、千歳烏山に相応しい商業施設のあり方
を検討しています。 

また、５つの商店街で構成されている千歳烏山商店街連合会
とも市街地再開発事業に関する検討状況の情報共有が図られて
いると伺っております。 

さらに、千歳烏山商店街連合会に設置されている街づくり委
員会では、商店街の街づくりの方針である「ちとから・まちづ
くりデザイン（令和４（２０２２）年４月策定）」の実現に向
けた取組みが進められており、区もこの活動を支援しておりま
す。 
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区としましては、街づくり委員会と情報共有や連携が図られ
るよう、再開発準備組合に引き続き必要な指導・助言を行って
まいります。 

(９）交通環境について 
① 
・高層マンション建設による人口増加で、これ以上自転車が増

えることは歩行者として迷惑であり、区が税金を投入するの
であれば、放置自転車問題や駐輪場の増設などを優先的に解
決すべきである。 

 

(９）交通環境について 
① 

区では、千歳烏山駅周辺の自転車問題への対応は重要と認識
しており、自転車等放置禁止区域においては、放置自転車の撤
去を行う対策を実施し、一方で、これまで駐輪場の新設、改修
整備を行い、駐輪需要に応える整備台数の拡充に努めてまいり
ました。 

また、駅周辺の５つの商店街で構成される千歳烏山商店街連
合会においても、自転車のマナー啓発や既存駐輪場の利用促進
に向けた検討などが進められております。 

こうした区と地元との連携によるソフト的な取組みを進めつ
つ、市街地再開発事業によって公共的空間として創出される歩
道状空地や広場が安全で快適に利用できる空間となるよう、再
開発準備組合等とも連携しながら、総合的な街づくりを推進し
てまいります。 

② 
・旧甲州街道へ接続する道路は対面二車線で容量は十分とは言

えない。京王線の踏切対策も進まない中で、高層マンション
建設による人口や駐車車両の増加により、駐車場の配置次第
ではますます混雑し、交通渋滞や危険運転を引き起こす恐れ
があるため、「安全で快適な歩行者の確保」という地区計画
の目的に反している。 

② 
千歳烏山駅周辺地区では、京王線の連続立体交差事業による

「開かずの踏切解消」を契機として、交通結節機能の強化を図
るための駅前広場や、南北交通の充実を図るために旧甲州街道
からはっけん通りまでの約３７０ｍの区間で補助２１６号線の
事業を進めています。 

これらの事業を一体的に進めることで、工事期間の面でも街
への負担を減らすことができ、同時に完成させることで、各事
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業の効果を高め、街の発展にもつながるものと考えておりま
す。 

また、再開発準備組合では、これらの都市計画事業の完成を
前提として、将来、市街地再開発事業の建物により生じる交通
量を踏まえ、周辺の交通影響をシミュレーションしており、周
辺交差点において車両の渋滞発生など、交通処理に問題がない
こと、快適な歩行環境も確保できる検証結果であると伺ってい
ます。 

今後、具体の検討を進めながら、交通管理者とも協議を進め
ていくことになりますが、区が実施している都市計画事業につ
きましては、引き続き、用地取得の状況及び京王線連続立体交
差事業や、市街地再開発事業の進捗状況も踏まえながら、令和
１３（２０３１）年３月末の事業期間内の完成を目指し、事業
を進めていきます。 

③ 
・特急停車駅になったため、他の特急停車駅に負けない劣らな

い発展を望む。 

③ 
千歳烏山駅周辺地区は、「世田谷区都市整備方針（平成２６

（２０１４）年４月）」において、地域外に居住する区民も多
く利用する「主要な地域生活拠点」に位置づけており、商業・
サービス、交流などの機能が充実した、区北西部において中心
となるにぎわいの拠点として、地域住民や事業者の皆様などの
理解と協力のもと、ともに発展を目指していきます。 

１－３ 地区施設の整備の方針に関するもの 
① 
・コンクリートの塊を作るのではなく、建物容積を抑え、広域

避難場所として機能する「障害物のない開けた広場」の確保
を最優先にすべきである。 

１－３ 地区施設の整備の方針に関するもの 
① 

「千歳烏山駅周辺地区地区計画」区域における最寄りの広域
避難場所につきましては、南烏山６丁目が「第一生命グランド
一帯」、南烏山４丁目及び南烏山５丁目が「芦花公園・明大八
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 幡山グランド一帯」になりますが、再開発ビルの敷地と隣接し
ている駅前広場につきましては、交通結節機能やにぎわい集う
ことができる空間のほか、災害時の防災拠点としての役割を担
うもので、駅周辺の街づくりにとって重要な施設になります。 
また、再開発ビルの区域につきましても、一定の高度利用を図
ることにより、敷地の周囲に公共的空間としての歩道状空地や
広場等を配置することが可能になり、地区の防災性の向上に資
するものと考えております。 

② 
・再開発計画にある『広場』も、ビル風や日影を吸収するため

の空間であるため、日影やビル風が吹く広場になりかねず、
保育園が園児を連れて来たり、小学生が遊んだり、犬の散歩
をしたり、シニアがベンチで寛ぐような穏やかな広場にはな
り得ない。 

 

② 
再開発計画にある「広場」は、歩道状空地とともに誰もが利

用できる公共的空間として配置しております。 
また、準備組合案の建物形態につきましては、日影や圧迫

感、風害の低減等の周辺環境への影響をより抑えるために、低
層の商業部分の形態と、高層の住居部分の形態を変える案にし
ております。 

ご指摘のとおり、一定以上の風速や風向き等の条件下におい
ては、広場を利用するにあたって強い風を感じる可能性があり
ますが、今後、再開発準備組合が、建物の基本設計等を実施し
ていく中で、風環境に対する影響と対策、周辺に対する日影の
影響を軽減するための建物形態や意匠の詳細等を検討していく
ことになります。 

区としましては、誰もが利用しやすい憩いの公共的空間にな
るために必要な対策を講じるよう、再開発準備組合に対して求
め、必要な指導・助言を行ってまいります。 

③ 
・自転車の路上駐輪を厳しく取り締まり、ベビーカーや子ども

③ 
区では、千歳烏山駅周辺の自転車問題への対応は重要と認識
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の歩きやすい歩行環境をつくって欲しい。 しており、自転車等放置禁止区域においては、放置自転車の撤
去を行う対策を実施し、一方で、これまで駐輪場の新設、改修
整備を行い、駐輪需要に応える整備台数の拡充に努めてまいり
ました。 

また、駅周辺の５つの商店街で構成される千歳烏山商店街連
合会においても、自転車のマナー啓発や既存駐輪場の利用促進
に向けた検討などが進められております。 

こうした区と地元との連携によるソフト的な取組みを進めつ
つ、市街地再開発事業によって公共的空間として創出される歩
道状空地や広場が安全で快適に利用できる空間となるよう、再
開発準備組合等とも連携しながら、総合的な街づくりを推進し
てまいります。 

④ 
・歩道幅員等が烏山のにぎわいに適したものか、住民を含めた

検討がされていない。歩道は、単に広げればいいわけではな
く、密集感があったほうがにぎわいを感じさせることもあ
り、譲りながら歩く道も街の魅力の一つである。道は、街歩
きの楽しみの一つであり、また、駅から丸見えの広場が、若
者たちの溜まり場になれるとも思えない。地区計画原案は、
どこでもある画一的な歩道計画であり十分な検討がされてい
ない。 

④ 
再開発準備組合の計画案では、安全な歩行者空間やにぎわい

空間の整備、防災上の観点等から、道路とは別に再開発ビル敷
地内に歩道状空地や広場が計画されています。広場などの具体
的な使われ方等につきましては、都市計画決定以降に検討して
いくと聞いておりますが、区としましては烏山のにぎわいに繋
がるよう地域の声を拾いながら検討を進めるよう、再開発準備
組合に求めてまいります。 

１－４ 建築物等の整備の方針に関するもの 
① 
・地区計画案は、千歳烏山地域全体の持続可能な発展という視

点が欠落している。計画案で言う「周辺の商店街や住宅地を
含む地域全体の特性（特有のヒューマンスケール）に対し、

１－４ 建築物等の整備の方針に関するもの 
①～③ 
 本地区計画では、地区特性として駅を中心に、南北両側にそ
れぞれ複数の商店街が密度高く広がり、歩行者や自転車利用者
を中心とした買い物客でにぎわっていると捉え、住環境に配慮
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巨大な高層マンションの建設は明らかに景観及び環境の連続
性を分断するものであり、低層部のデザイン配慮のみでこの
構造的矛盾を解消できると判断した根拠について明確な説明
を求める。 

② 
・千歳烏山駅前開発は、南北を一体化したバスターミナル、駅

前のロータリー(自家用車の送迎用)、高品質な買い物ができ
る店舗、公共サービス施設だけで充分である。千歳烏山のよ
うな落ち着いた住宅街では人が心を休めるための空間を優先
すべきで、高層マンションを建ててはいけない。既存の街の
魅力を活かしつつ、費用を抑えながら、富裕層向けではな
く、地域の歴史と価値観を尊重した、持続可能で将来世代ま
で続く温かみのある街づくりに計画を見直すべきである。 

③ 
・烏山住民にとっての住みやすさを検討してから事業決定して

欲しい。千歳烏山のよさは、ヒューマンサイズ、アフォーダ
ビリティであり、高層マンションはその対極である。少なく
とも京王線高架化の完成も見込んだ日程で、烏山地域にあっ
た、将来世代に残せる持続可能性のある選択肢がないか検討
し直していただきたいと切に願う。 

 

しながら回遊性のある魅力的な駅前商業空間の維持・増進を図
り「駅南北の交流と人々が集う魅力あふれるまち」の形成を目
標に掲げており、この実現が本地区全体の持続可能な発展に寄
与すると考えております。 

こうした中、地区計画において商店街に面する建物の１階部
分における住居系用途の立地を制限し、一定の壁面後退によ
り、個別建替えを契機とした、安全で快適な歩行者空間の確保
や、回遊性のある魅力的な駅前商業空間を形成することにより
その実現を目指しています。 

また、ご指摘の「商業地区Ｂ」につきましては、補助２１６
号線の整備に合わせ、魅力ある商業地の形成及び建築物の敷地
の統合を促進し、土地の合理的かつ適正な高度利用と防災性の
向上を目指すものとして位置づけております。 

地権者により構成される再開発準備組合においては、現位置
での生活再建や駅前広場南側地区におけるにぎわい創出に資す
る商業機能の導入、建物更新による防災性の向上などを図ると
ともに、駅前広場用地の創出・整備、建築敷地における広場や
歩道状空地などの公共的空間の確保等により建築可能な面積が
制限される中で検討を進めてきました。 

検討に当たりましては、商業フロアは、商業施設としての回
遊性や利便性を踏まえ、周辺の街並みとの調和を図るために３
階程度の低層部とする計画としています。また、居住フロア
は、日影や圧迫感、風害の低減等の周辺環境への影響をより抑
えた上で、共同住宅として必要な採光などの居住環境を考慮
し、建物上部を細くするなど形状を工夫した高層部とする計画
とされております。 
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区としましては、この準備組合案について、周辺への圧迫感
等の軽減や街並みの連続性を意識しつつ、周辺の街並みとの調
和を目指して、低層部の高さなど配慮をしているものと捉えて
いますが、引き続き、周辺との調和を意識した建築計画をして
いくよう、再開発準備組合に求めるとともに、指導・助言して
まいります。 

 
１－５ 建築物等の高さの最高限度に関するもの 
① 
・烏山地区では自衛隊機などが低空飛行するため、高層マンシ

ョンの高層階では騒音が大きく聞こえる恐れがある。将来、
最初に騒音苦情の申し立てを受けるのはどこになるのか。ま
た、騒音を抑えるために防音対策を行う場合の費用は区がも
つことになるのか。本来は高さを抑えることで避けられる問
題を承知のうえで計画を進める区の責任が問われるのではな
いか。 

１－５ 建築物等の高さの最高限度に関するもの 
① 

ご指摘の航空機騒音に関する苦情につきましては、区に寄せ
られる場合も想定されますが、内容に応じて、関係機関へ情報
提供や要望をお伝えしてまいります。 

このような「防音対策工事」の費用負担につきましては、区
が負担することはありません。 

② 
・希望する方が入居できる低中層マンションではいけないの

か。どうしても進めたいのならば、高層マンションの階数を
半分にするべき。 

③ 
・高さ約１４０m の高層マンション建設は、中低層・生活密

着型として形成されてきた千歳烏山の街並みや居住環境と大
きく乖離し、地域のアイデンティティを損なう。駅前環境が
不可逆的に変化することについて、理解と納得が得られてお
らず、空地確保を引き換えに容積率緩和する手法は周辺住環

②～⑨ 
区では、令和３（２０２１）年６月に補助２１６号線と駅前

広場の整備に合わせ、魅力ある駅前商業地の形成及び、土地の
合理的かつ適正な高度利用と防災性の向上を図るため、「千歳
烏山駅周辺地区地区計画」を定めた上で、その実現のために
「第一種住居地域」及び「近隣商業地域」であった区域につい
て、用途地域を「商業地域」に変更し、容積率の最高限度を５
００％とするとともに、これに合わせて高度地区に定める絶対
高さの制限を定めない都市計画に見直しを行いました。 



 

６２ 

境を犠牲にしており、適正な高さ制限を設けるべきであり、
計画に反対する。 

④ 
・北烏山の高層マンション建設の時、区はこれ以上高い建物は

建てないと約束をしたが、なぜ守られないのか。住民に説明
がない。 

 
⑤ 
・高さの最高限度について、区では『建築物の高さ及び敷地面

積に関するルールの見直しの抜本的な考え方（平成２９年９
月世田谷区）』を定めている中、１月の原案説明会の際に、
「大手町級の容積率と高さを千歳烏山に建築しては大きすぎ
る」と発言する人がいた。区において、是非、検討して欲し
い。 

⑥ 
・都市計画決定を急がず、区が全体を見渡す専門家の役割を果

たすよう、都市計画審議会において「この地域に適切な高さ
の検証と見直し」を要望する。また「主要な地域生活拠点」
としての千歳烏山に大手町並みの高さ１４０m、容積率７０
０％は相応しくない。 

⑦ 
・再開発事業計画で地域住民への環境への負荷について机上の

説明はなされているが、低層住宅地域に１４０ｍの高さは到
底許容できない。高さ、容積率の拡大は認めないで欲しい。 

⑧ 
・この地域には高層建築物は建てられないと理解しているが、

その中で、再開発準備組合の提出案については、地区計画の
地区区分にある「商業地区Ｂ」の区域内の現位置での生活再建
や、駅前広場南側地区におけるにぎわい創出に資する商業機能
の導入、建物更新による防災性の向上、駅前広場用地の創出・
整備、建築敷地における広場や歩道状空地などの公共的空間の
確保等の公共貢献などを踏まえ、「東京都高度利用地区指定方
針及び指定基準（令和６（２０２４）年３月）」に基づき公共
貢献分の２００％の容積率を加算した７００％を活用した土地
の高度利用を図る都市計画を予定しています。 

こうした中、公共的空間の確保等により建築可能な面積が制
限される中で、商業フロアは、商業施設としての回遊性や利便
性を踏まえ、周辺の街並みとの調和を図るために３階程度の低
層部とする計画としています。居住フロアは、日影や圧迫感、
風害の低減等の周辺環境への影響をより抑えた上で、共同住宅
として必要な採光などの居住環境を考慮し、建物上部を細くす
るなど形状を工夫した高層部とする計画とされております。 

その上で、商業施設や住宅などに必要な建築物の階高や免震
構造等の設備階を考慮し、必要な諸条件を満たしつつ容積率の
十分な活用を検討した結果、建築物の高さは１４０ｍ程度必要
であることから、建築物の高さの最高限度を１４０ｍとしてい
ます。 

区としましては、京王線の連続立体交差事業による「開かず
の踏切の解消」と、これを契機とした南北交通の充実を図るた
めの補助２１６号線の整備、交通結節機能の強化を図るための
駅前広場の整備と、市街地再開発事業を一体的に進めるととも
に、５つの商店街における個別建替えを契機とした、安全で快



 

６３ 

高層マンションの建設が計画されているのだろうか。 
⑨ 
・千歳烏山のような規模の街に高層マンションは似合わず、高

層マンションについて、これまでの説明会や情報交換会では
１４０ｍの高さが必要な納得のいく説明を聞けていない。千
歳烏山の魅力は、小さな商店が多く、人の体温を感じられる
ことであり、高層マンションができて、どこにでもあるテナ
ントが入れば烏山の魅力を損ねることになる。千歳烏山の魅
力を損なわず、低層で心地よい街を目指すべきである。高層
マンションは、多額の税金もかかり、建設後は後戻りができ
ないため、将来にわたり地域のために本当に必要な選択なも
のなのか、地権者だけの問題ではなく千歳烏山全体の住民を
含めた将来にわたる問題であることを強く認識し、区は積極
的に関与し、時間をかけて住民の意見を聞いて欲しい。 

 

適な歩行者空間の確保や、回遊性のある魅力的な駅前商業空間
を形成することなどにより、地区計画の目標に定める「駅南北
の交流と人々が集う魅力あふれるまち」の形成の実現を目指し
てまいります。 

⑩ 
・市街地再開発事業の予定区域の用途地域は、現在は商業地域

であるが、令和３年までは区域の約半分は第一種住居地域で
あり、高度地区の高さの最高限度は４５ｍであった。令和３
年当時は、コロナ禍であり、住民は当時意見する機会を逃し
ている。 

⑩ 
市街地再開発事業の予定区域につきましては、令和３（２０

２１）年６月に、地区計画の決定に合わせ用途地域の変更及び
高度地区の変更を行い、ご指摘のとおり「第一種住居地域」で
あった区域と「近隣商業地域」であった区域について、地区計
画で定めた「魅力ある駅前商業地の形成及び建築物の敷地の統
合を促進し、土地の合理的かつ適正な高度利用と防災性の向
上」を図るために、用途地域を容積率の最高限度を５００％と
する「商業地域」に変更し、これとの整合を図るために、高度
地区の定める絶対高さの制限を定めない都市計画に見直しを行
いました。 
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令和３（２０２１）年６月の当時におきまして、区では、コ
ロナ禍の緊急事態宣言下における区の対応として「地区街づく
りの推進に関する説明会等の実施について」を定め、「千歳烏
山駅周辺地区」の他、「北烏山二・三丁目地区」、「放射２３号
線沿道地区」においても、ニュースの配布や区ホームページに
よる情報発信はもとより、素案説明会や原案説明会の内容を動
画配信する取組みを行いつつ、意見交換、説明会等を実施しな
がら、都市計画の案をとりまとめ、都市計画を決定・変更して
きました。 

⑪ 
・高層マンションは不要である。今までは高さ制限があった

が、これが無くなるということか。新しい街ができて素晴ら
しいという考えのようだが、そうではないと思う。 

⑪ 
地区計画において商業地区Ｂに変更しようとする地区は、令

和３（２０２１）年６月に用途地域及び高度地区を変更し、絶
対高さの制限を定めない都市計画に見直しを行いました。ま
た、これらの都市計画に合わせて決定した「千歳烏山駅周辺地
区地区計画」では、商業地区Ｂ２及び商業地区Ｂ３について、
敷地の統合を促進していることから、敷地面積が２,０００㎡
以上に集約化した場合には、建築物の高さの最高限度の規定を
適用しないこととしました。 

再開発準備組合が計画している高層マンションの高さにつき
ましては、駅前広場整備や壁面後退、計画する建築物の高層部
を細くするなどにより建築可能な面積が制限される中で、商業
施設や住宅などに必要な建築物の階高や免震構造等の設備階な
どを踏まえた上で、日影等の周辺環境への影響を低くするよう
配慮しながら、必要な諸条件を満たしつつ容積率の十分な活用
を検討した結果、建築物の高さは１４０ｍ程度必要であること
から、今回の地区計画の変更により、地区区分を統合する「商
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業地区Ｂ」における高さの最高限度を「制限なし」から、「１
４０ｍ」にすることを予定しています。 

２．その他の意見 
２－１ 市街地再開発事業に関するもの 
（１）経緯・合意形成について 
① 
・地区計画案に反対する。準備組合案の「まちづくり準備会設

立」から「再開発準備組合設立」への計画案検討期間はコロ
ナ禍で、地権者同士の十分な話し合いができたのか疑問であ
る。説明会では、最近まで何も知らされていない、不動産会
社から強制退去を示唆されたといった地権者の主張や、地権
者の 3 割の同意が取れておらず、地権者同士の話し合いが
出来ていないという意見もあった。一部の地権者の意見だけ
が通り、小さな土地を所有する地権者たちの意見を聞かず、
計画を進めていくやり方に不信感がある。区が仲介して、よ
り具体的かつ互いに尊重しながら話し合える場を個別に設け
られないものか。地権者の生活のために話し合いや代替地を
探し、丁寧に対応をして欲しい。 

② 
・区が過去に地権者へ 4 つの事業手法の案を示し、地権者が

勉強してみようと選択したのが、再開発による超高層マンシ
ョン建設を建設するものだったと聞いた。他の 3 案につい
ては十分に検討されていないため、それらも含めて南側地域
の今後のあり方を議論することが先決と考える。また、駅前
開発が高層マンションでなければならない理由や、この計画
の出発点が「いつ」「どこから」「どのように」発生したのか

２．その他の意見 
２－１ 市街地再開発事業に関するもの 
（１）経緯・合意形成について 
①～⑨ 

駅前広場南側地区の街づくりは、平成２６（２０１４）年の
京王線の連続立体交差事業等の事業化を踏まえ、区も支援を行
いながら、地区内の地権者が主体となり「まちづくり勉強会」
「まちづくり準備会」「再開発準備組合」と段階的に検討体制
を整え、⾧年にわたり検討を積み重ねてきたものです。 

ご指摘の４つの事業手法の案につきましては、平成２６～２
７（２０１４～２０１５）年に、駅前広場や補助２１６号線の
整備に合わせ駅前広場南側地区におけるまちづくりを検討する
ため「現況のまま」「共同化」「区画整理」「再開発」の４つに
ついて、まちづくりの効果や事例等をお示しした上で、地区の
課題解決や公共貢献及び生活再建の仕組み等の観点から「再開
発」が最も多く選択されました。 

その後、その内容の検討を深めながら「まちづくり勉強会」
から「まちづくり準備会」へと検討内容の熟度と合意形成の状
況に合わせ検討組織も変わりながら、検討を重ねてきました。 

この間、地権者間の理解と合意形成を図るため、ニュース等
を通じて検討状況を共有するとともに、会への参加を促してき
ました。 

こうした中、令和４（２０２２）年１２月に地権者の約７割
の加入のもと「再開発準備組合」の設立に至っております。 
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理解できない。 
③ 
・「高層マンションが前提で駅前再開発事業の計画が進められ

ていた」という率直な感想を持っている。 
④ 
・準備組合に関して、過去にはどんな意見や希望があったの

か。 
⑤ 
・世田谷区が高層マンション建設を進めるために用途地域を住

居地域から商業地域へ変更したが、地域住民へ十分な説明を
行ったのか。また、「住民が一体開発を選んだ」との説明
は、地権者の３２％が「勉強会のテーマとして一体開発は興
味ある手法だ」としただけで、再開発事業が選ばれたわけで
はない。他の案を比較検討することなく、住居地域を商業地
域に変更し、元の第一種住居地域を強制立ち退きさせる再開
発案になった。こんな拙速で、無理やりな計画を、このまま
決定するべきではない。 

⑥ 
・本高層マンション計画の地権者への説明の仕方、手順等は公

平ではない。地権者全員への面接も行わず、たった地権者の
3 割で高層マンションの案が決まり、今日に至っている。す
べての地権者に丁蜜な説明、情報の提供、面接を行わずに、
皆さんの意見を聞いてこなかった区・準備組舎・事業協力者
に問題があると思う。 

⑦ 
・現状を前提としたように見える。高層マンションではない形

区としましては、出来る限り多くの地権者の理解のもとで事
業が進められることが重要と考えており、適切な事業計画を検
討し、関係者の理解を深め合意形成が図られるよう、再開発準
備組合に対して求め、引き続き必要な指導・助言を行ってまい
ります。 
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も探って欲しい。 
⑧ 
・建てる側が建てたいから造ろうとしているように見えるた

め、高層マンション建設に反対する。 
⑨ 
・駅前広場の開発は、区の事業であるため、区として該当地域

の住民とよく話し合って欲しい。大手ゼネコンが入ること
が、区は住民を守るということになっているのか。 

⑩ 
・区によるこれまでの経緯の説明の中で、地権者が１０年に渡

り検討してきたという説明があったが、具体的なメンバーを
知りたい。 

⑪ 
・準備組合前の準備会の運営委員はどのように決めたのか。そ

の人達だけで話し合ってきたのではないか。地権者全員で話
し合うこともなく、勝手に進められたのでは納得できず、今
からスタートして話し合いから始めて、全員がするようにし
て欲しい。 

⑫ 
・今回の計画は準備組合案に基づく再開発計画であり、そのた

めに区の地区計画の変更が計画されているとのことだが、こ
れまでの説明会でも準備組合の構成員であるはずの地権者の
合意が必ずしも得られていないことが感じられた。 

⑬ 
・再開発計画は、地権者、地域住民、区、デベロッパーとで徹

底的に見直せば高層マンションに頼らなくとも素晴らしい街

⑩～⑭ 
駅前広場南側地区の街づくりは、地区内の地権者が主体とな

り「まちづくり勉強会」「まちづくり準備会」「再開発準備組
合」と段階的に検討体制を整え、⾧年にわたり検討を積み重ね
てきたものです。 

ご要望にある具体的なメンバーにつきましては、個人情報保
護の観点から区からお伝えすることはできませんが、全員での
スタートからの議論と合わせ、ご意見の主旨を再開発準備組合
にお伝えします。 

「まちづくり準備会」の中心メンバーである運営委員は、ま
ちづくり勉強会の世話人が中心となりながら、新規メンバーを
募集し、第１回まちづくり準備会の中で、設立や準備会会則の
承認、運営委員の選出をした上で、運営委員の中で会⾧や副会
⾧が決められています。 

その後、さらなる検討を積み重ね、「令和４（２０２２）年
１２月に地権者の約７割の加入のもと「再開発準備組合」の設
立に至っております。 

区としましては、出来る限り多くの地権者の理解のもとで事
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づくりができると思う。 
⑭ 
・市街地再開発事業は都市再開発法の制度上、地権者の 3 分

の 2 の同意で進められるため、残りの 3 分の 1 の反対者や
周辺住民の意見が反映されにくい。都市計画決定しても、事
業が頓挫するようなことがあれば、街の一部が⾧期間閉鎖さ
れるなど、街全体が不利益を被ることになる。また、１０年
前は第一種住居地域だったため、戸建て住宅も多く、3 分の
2 の同意で事業執行可能とする法適用は、「誰一人取り残さ
ない」まちづくりにそぐわず、強制立ち退きによる人権侵害
の懸念もあるため、再開発事業決定は中止して欲しい。 

業が進められることが重要と考えており、適切な事業計画を検
討し、関係者の理解を深め合意形成が図られるよう、再開発準
備組合に対して求め、引き続き必要な指導・助言を行ってまい
ります。 

⑮ 
・今の事業協力者を呼んできたのは、誰の考えなのか。 

⑮ 
事業協力者を選定するに当たりましては、再開発準備組合で

は、複数の事業協力者から提案を受け、選定したと伺っており
ます。 

（２）維持管理について 
① 
・将来、高層マンションが老朽化し、改修や解体工事が困難な

高層建物が残り、地域住民が困る状況を避けるため、区は地
権者へ高層マンションではない方法での説得をして欲しい。 

② 

・高層マンションは、将来の修繕等の問題や様々なトラブルが
予想されるため、⾧期的な目線で考えることが必要である。 

③ 
・千歳烏山駅周辺地区地区計画について、人口減少社会の中、

将来の維持管理の観点から不要であり、高層マンションの建

（２）維持管理について 
①～⑥ 

市街地再開発事業による建物の維持管理や修繕等は、所有者
等により設立される管理組合が主体となって担うことになりま
す。 

区では、「世田谷区第四次住宅整備後期方針（令和８（２０
２６）年４月）」においてマンションの維持・再生支援を位置
づけているほか、マンションの管理に関する取組みをさらに推
進するため、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律
（令和２（２０２０）年改正）」に基づき、「世田谷区マンショ
ン管理適正化推進計画」を策定しています。 
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設には断固反対する。 
④ 
・自分たちの利益だけでなく、これから生きる人のことを考え

ることが必要である。建物の生き返りも考慮に入れて計画を
しなくてはいけない。 

⑤ 
・高層マンションの景観、広範囲に及ぶ日照問題を含め、数十

年後の管理を見据え、地元住民にかかる負担の大きさを考え
ると、この計画は見直すべきである。 

⑥ 
・「入居者が高齢化した際の限界タワー化への対策や、管理体

制の持続可能性」、「高層マンションの必然性」、「規模の妥当
性」の回答を求める。 

この中で、区は、マンション管理の適正化の推進を図るため
の施策に関する事項として「マンションの適正な管理への支
援」「マンションの再生の支援」を位置づけ、その実現に向け
た取組みを実施していることから、本地区の再開発により整備
される建物についても、区内にある他のマンションと同様、管
理の適正化に向けて支援してまいります。 

区としましては、再開発準備組合に対して、将来の維持管理
や地域への影響を十分に見据えた計画となるよう求めるととも
に、関係法令に基づき適正な維持管理が図られるよう、再開発
準備組合に対して求め、引き続き必要な指導や助言を行ってま
いります。 

また、「高層マンションの必然性」及び「規模の妥当性」に
ついては、高層マンションの建設自体を目的とするものではな
く、駅前広場や補助２１６号線の整備といった都市計画事業と
連携しながら、交通結節機能の強化、防災性の向上、回遊性の
ある歩行者空間などの公共的空間の確保、地権者の生活再建と
いった街の課題を総合的に解決するために必要であると区は認
識しております。 

⑦ 
・建物の改修周期や改修費用の試算、耐用年数などを教えて欲

しい。 
 

⑦ 
建物の改修周期等については、再開発準備組合が今後の建物

計画や管理計画等の深度化を図る中で、検討されるものと認識
しておりますが、ご意見につきましては再開発準備組合にお伝
えするとともに、区として適切な維持管理計画となるよう、引
き続き必要な指導・助言を行ってまいります。 
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（３）生活再建について 
① 
・区域内の権利者の生活再建のために、高度利用による増床な

どによってなされる高層マンション建設とのことだが、地価
上昇等によって住み続けるのが難しいケースがあることや、
既存住民・商店等の生業の継続確保、物価高騰下での等価交
換の妥当性、投機化の懸念など多くの問題があるため、区域
内外の住民双方の問題点を考え、改善につなげて欲しい。 

② 
・自宅ビルの家賃収入と居住スペースが生活基盤であるため、

同等の収入と住居が補償されない限り、この計画には賛成で
きない。 

③ 
・大規模建築物に附帯する商業施設は賃料が高くなると考えら

れ、既存の商店は、竣工後に戻らない可能性が高い。 

（３）生活再建について 
①～③ 

市街地再開発事業は、法令に基づき、地権者の生活再建に配
慮しながら進められる制度であり、権利変換や補償等の具体的
な内容をはじめ、物価高騰下による影響や投機対策などにつき
ましては、事業協力者のこれまでの豊富な経験や知識を活かし
ながら、事業主体である再開発準備組合が検討し、地権者の皆
様が適切な判断ができるよう個別に調整していくことになりま
す。 

区としましても、地権者の皆様が市街地再開発後の負担や居
住・生業継続への不安があることは承知しており、ご意見につ
きましては再開発準備組合にお伝えするとともに、区としても
地権者の生活再建に配慮した適切な事業計画となるよう、引き
続き必要な指導・助言を行ってまいります。 

（４）再開発の公共性について 
① 
・烏山の高層マンション計画は、東京都「新しい都市づくりの

ための都市開発諸制度の活用方針（２０２０年１２月）」の
世田谷区での初めての適用となり、容積率７００％の異様な
計画の建築物が建設されることになる。世田谷区にとってど
うなのか、将来世代にとってどうなのか、烏山地区に適切な
のか、まちづくりや住民福祉の向上になるのか、街の特性に
合ったものか、検討すべき。このようなまちに、容積率７０
０％とはあまりに異様ではないか。 

 

（４）再開発の公共性について 
①～③ 

都市開発諸制度は、公開空地の確保など公共的な貢献を行う
建築計画に対して、容積率などの規制を緩和することにより、
市街地環境の向上に寄与する良好な都市開発の誘導を図る制度
となります。世田谷区では、二子玉川東地区や三軒茶屋・太子
堂四丁目地区等において都市再開発諸制度を活用した街づくり
を行ってきました。 

本地区では、東京都の定める「高度利用地区に関する指定基
準」に基づき、地域の皆様が利用できる広場や、壁面後退によ
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② 
・事業協力者側は事業費捻出のため高層マンション化が必要だ

としているが、そもそも事業費が過大であり設計自体を見直
すべきではないか。 

③ 
・駅前広場を作るために店舗や住居を移動してもらう代替地の

確保としては、事業規模が大きすぎるが、区は準備組合の要
求をそのまま認めるのか。 

 
 

る歩行者空間の確保など、公共貢献を行うことにより容積率の
緩和（２００%）が認められています。 

区としましては、この計画が駅前広場整備に伴う、まちの課
題解決や生活再建を踏まえた都市基盤の再編とあわせ、都市機
能の更新を図る一体的なまちづくりとして検討が重ねられてき
たものであり、「主要な地域生活拠点」にふさわしい活気とに
ぎわいづくりに寄与すると判断しています。 

市街地再開発事業の事業費につきましては、今後、再開発準
備組合において、工事費や事業収支のみならず、整備される公
共的空間や防災機能が地域に果たす役割も含め、総合的に精査
した事業計画をまとめていくことになります。 

区としましては、十分に対策などを精査した事業計画とな
り、千歳烏山駅周辺の発展に寄与する事業計画となるよう、引
き続き再開発準備組合に対して求め、必要な指導・助言を行っ
てまいります。 

④ 
・安心して住むということを実現するためには、駅前のみを一

部の人のために再開発することではない。北烏山の高層マン
ションも同様。風害や日照問題のみならず、地域と融合する
ことは難しい。 

⑤ 
・「千歳烏山駅周辺地区地区計画」及び高層マンション建設に

係る「市街地再開発事業計画」について、生活環境、都市構
造、公共性の観点から、計画の抜本的な見直しを求める。 
都内の市街地再開発事業の事例では、高層マンションの恩恵
を受けてきた大半は、富裕層や投資家であり、周辺に⾧く暮

④～⑭ 
市街地再開発事業の主体は地権者を中心とする再開発準備組

合である一方、区は、都市計画を通じて、公共的空間の創出や
維持、防災性、回遊性、安全性の向上など、地域全体に資する
効果が図られるよう関与していく立場であると考えています。 

区は、令和３（２０２１）年６月に本地区地区計画を策定
し、駅前広場南側地区について、魅力ある駅前商業地の形成及
び建築物の敷地の統合を促進し、土地の合理的かつ適正な高度
利用と防災性の向上を図ることを位置づけました。 

市街地再開発事業は、本来、公共性の高い取組みであること
が求められる事業です。 
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らす住民や地域の商店、生活者全体に対する利益は限定的で
あり、高層マンションを中心とした再開発の公共性について
は疑問が残る。 

⑥ 
・高層マンションの計画は、「地球環境や生態系が適切に維持

され、将来世代が必要とするものを損なうことなく選択肢や
可能性が広がる未来の確保を目指す」という区の基本方針と
は真逆の計画である。 

⑦ 
・高層マンションが地域で本当に必要とされているのか、地域

に貢献するのかを一から見直すべきである。地元住民にとっ
てメリットがなく、地域の特性や住民ニーズに合わなければ
街の活気を失い、商店街のイメージダウンにもつながりかね
ない。千歳烏山は住宅街としての住みやすさが魅力であり、
駅前開発ではその⾧所を活かし、地元住民にメリットのある
街づくりを目指すべきである。 

⑧ 
・従来の住民のメリットが感じられない。 
⑨ 
・この再開発は、誰の収益になるのか。 
⑩ 
・昨今、高層マンションは多くの区分所有権者で構成されてお

り、大規模修繕や再建築の合意形成が困難なことなどの多く
の問題が指摘されている中、反対意見もある中で、将来ゴー
ストタウン化する恐れのある大型建築物をなぜ建設するのか
疑問であり、駅前の一等地に再開発が困難な廃墟化した建物

本地区においては、この度の地区計画の変更により、誰もが
利用でき、回遊性のある魅力的で安全な歩行者空間や、にぎわ
いの創出に寄与する広場等の地区施設を位置づけることとして
おり、本市街地再開発事業の公共性が具体的に担保されると認
識しています。 

こうしたことから、公共的空間の利活用などにつきまして
は、区が設置している街づくりの情報共有・意見交換の場であ
る「ちとからまちづくりフォーラム」の取組みにより、専門家
も交えながら再開発準備組合はもとより、周辺住民の皆様やま
ちづくり活動団体の皆様とも対話を図りながら、本地区の地区
計画の目標に定める「駅南北の交流と人々が集う魅力あふれる
まち」の形成に向けて取り組んでまいります。 
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が残れば、街や世田谷区全体のブランド価値を大きく損なう
ことにつながる 

⑪ 
・税金が使われる以上、市街地再開発事業の成果は、多様な立

場の住民に広く還元されるべき。投資色の強い高層マンショ
ンは空き住戸や投機目的の所有を招きやすく、地域に生活の
つながりを生みにくい。そのような住宅に公的資源を投入す
ることが本当に公共事業として妥当なのか慎重な検証が必要
である。 

⑫ 
・世田谷区の住宅政策として、超高層富裕層マンションはふさ

わしくない。世田谷区の住宅整備方針は、「みんなで支え、
次世代へつなぐ、安全で安心な暮らし、住まい、まちづく
り」を理念に掲げている。縮小時代、空き家時代を見据える
ならば、「修繕して使う」「多機能、多様な多層的ゾーニング
をしていく」などの新時代にあった考え方を取り入れていく
べきである。 

⑬ 
・「取り返しがつかない」こんな怖いことをしないで欲しい。 
⑭ 
・税金を投入する再開発計画において、住民が得られるものは

高架化やバス通りの安全整備、駐輪場整備以外には欲しいも
のは無く、区の施設は北側にあるもので充分である。高層マ
ンション住民に対応する為に、南側に区の関係施設を増やす
のであれば、人口減に向かう中、本末転倒の考え方であり、
空や穏やかな風と引き換えにして新たに欲しいものではな
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い。誰一人取り残さないヒューマンスケールの町づくりを望
む。 

⑮ 
・区が問題解決として掲げている「木造建築の問題」はこの地

区の主要課題ではなく、一体開発が必要なほど深刻でもない
ため、高層マンション建設の正当化にはならない。木造建築
の２４％は問題の少ない東側に集中しており、急いで対処す
べき状況ではない。 

⑯ 
・「問題解決」として挙げられている「旧耐震建築」は、主に

駅前通りに集中しているため、この街区での更新方法を探求
すればいいのであって、新築の多い住居地域を立ち退かせて
まで行う計画は妥当性がない。 

⑰ 
・管理費の高い建物は商店や住民の継続に負担を生み、金銭的

に余裕がある一部の人だけが得をする計画となり、多額の税
金投入が本当に公正なのか疑問である。 

⑮～⑰ 
ご指摘の通り、原案説明会において駅前広場南側地区の課題

の一つとして、木造の建物棟数の割合をお示しました。さらに
狭隘な道路があることや昭和５６年以前の旧耐震基準の建築物
が約半数を占めていることなど、当該地区は防災に関して課題
があることを説明いたしました。 

市街地再開発事業の主体は地権者を中心とする再開発準備組
合である一方、区は、都市計画を通じて、公共的空間の創出や
維持、防災性、回遊性、安全性の向上など、地域全体に資する
効果が図られるよう関与していく立場であると考えています。 

区は、令和３（２０２１）年６月に本地区地区計画を策定
し、駅前広場南側地区について、魅力ある駅前商業地の形成及
び建築物の敷地の統合を促進し、土地の合理的かつ適正な高度
利用と防災性の向上を図ることを位置づけました。 

市街地再開発事業は、本来、公共性の高い取組みであること
が求められる事業です。本地区においては、この度の地区計画
の変更により、誰もが利用でき、回遊性のある魅力的で安全な
歩行者空間やにぎわいの創出にも寄与する広場等の地区施設を
位置づけることとしており、さらに、当該広場においては災害
時に備え、マンホールトイレなどの防災施設の設置や一時的な
滞在空間の確保についても検討も進めていることなどから、本
市街地再開発事業の公共性が具体的に担保されると認識してい
ます。 
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また、市街地再開発事業による建物が完成した後の維持管理
に要する費用の負担等の詳細につきましては、今後、再開発準
備組合が設計などの検討を進めて行く中で、段階的に具体化さ
れ、地権者へお示しされるものと認識しております。 

（５）安全安心について 
① 
・高層マンションは、災害時の問題や、エレベーター待ち、窓

を開けられないなど高層階に住むことによる不便さ、人間の
心身への悪影響が言われており、過去の遺物を駆け込みのよ
うに建設すると、街は負の遺産を抱えることになる。 

② 
・高層マンションは、高層階で火災が発生し、スムーズな消火

活動が出来るのか疑問であり、こうした巨大なコンクリート
の塊は、持続可能な社会とはかけ離れた不十分な計画である
ため、反対する。 

③ 
・高層マンションは、災害時の建物倒壊による周囲に与える影

響やエレベーター停止による「高層難民」の発生、停電時の
孤立などの生命に直結するリスクが大きいことなどから受け
入れられない。 

④
・高層マンションは火災などが起きたとき、逃げ場が失われる

などのリスクが多く、高層マンションの建設がこのまちのた
めになるとは思えない。富裕層や投資家によいイメージを持
ち合わせていないため、誰もが平等に暮らせる街づくりを望
む。 

（５）安全安心について 
①～④ 

市街地再開発事業による建築計画については、再開発準備組
合が主体となり検討し、建築基準法や消防法等の関係法令に基
づき、安全性の確保、避難経路の確保や延焼防止、災害時の消
防活動への対応なども十分考慮されることになります。 

また、再開発準備組合では、災害時に備え、防災施設の整備
や一時的な滞在空間の確保についても検討を進めています。具
体的な施設内容や維持管理の詳細は再開発準備組合が今後整理
していくことになりますが、区としましては、再開発準備組合
に対して、引き続き適切な計画となるよう、必要な指導・助言
を行ってまいります。 
 



 

７６ 

⑤ 
・区は、木造住宅密集地域を抱えており、道が狭い千歳烏山で

は避難経路の確保が最優先課題であり、高層マンション建設
が避難動線を阻害したり、マンション住民が指定避難所に集
中して「避難所パンク」を招く可能性についても具体的な対
策が不明確である。 

⑤ 
区では、震災時における「在宅避難」を推奨しており、マン

ション等集合住宅に対しては、マンション住人に対する在宅避
難の啓発やマンション内での助け合い、町会や自治会等、地域
との連携によりお互いに助け合える体制（共助）の構築を促進
するため、「マンション防災啓発冊子」を作成するなど、防災
意識の向上と体制づくりを進めています。こうした中、再開発
事業による建物は災害時に居住者等が建物内にとどまることの
できる自立性の高い建物整備が求められます。 

「千歳烏山駅周辺地区地区計画」区域内の避難所につきまし
ては、南烏山４丁目及び南烏山６丁目のそれぞれ全域が「烏山
中学校」、南烏山５丁目１～１４番が「芦花小学校及び中学
校」、南烏山５丁目１５～３６番が「烏山小学校」となってい
ます。 

また、震災時の避難につきましては、発災後、公園・学校な
どの「一時集合所」で様子を見たのち、火災延焼の危険性や自
宅の安全性などの状況に応じて、「広域避難場所」に避難しま
す。加えて、家屋の倒壊や火災により、自宅での生活が困難な
場合は、「指定避難所（区立小・中学校など）」に避難すること
となります。 

こうした各避難所・場所等までの避難経路の安全性の確保を
図ることは重要であることから、「開かずの踏切の解消」を図
るための京王線の連続立体交差事業や補助２１６号線、駅前広
場の整備を促進してまいります。 

避難所・避難場所等は、ご懸念の避難所パンクといった事態
が発生しないよう、さらに多くの区民へ在宅避難啓発を進めて



 

７７ 

まいります。 
⑥ 
・子どもや高齢者が安心できる場所でなければ再開発の意味が

ない。安全性を最優先し、近隣の住民や事業者に丁寧で十分
な説明を行う責任がある。 

⑥ 
区としましては、千歳烏山駅周辺が子どもや高齢者を含め、

誰もが安心して暮らせる街となるよう、「駅南北の交流と人々
が集う魅力あふれるまち」の形成をめざしています。 

こうした中、京王線の連続立体交差事業による「開かずの踏
切の解消」を契機として、区では交通結節機能の強化を図るた
めの駅前広場や補助２１６号線の整備を進めています。 

再開発準備組合が検討を進めてきた市街地再開発事業の計画
案は、都市計画事業と一体的に進めることにより、子どもや高
齢者を含め、誰もが安心して暮らせる街として、地区計画に定
める目標の実現にも資するものと認識しています。 

なお、市街地再開発事業の具体的な計画につきましては、今
後、再開発準備組合が主体に検討を進め、説明していくことに
なります。 

こうした中、再開発準備組合におきましては、令和７年（２
０２５）５月に情報発信拠点として「ちとからプラザ（南烏山
５丁目１１番）」を開設し、パネル展示等における情報発信を
実施しているほか、地元の夏祭りでの活動紹介ブースの出展な
ど、様々な機会を通じて情報発信等を行ってきております。 

区としましては、引き続き区ホームページや街づくりニュー
ス等での情報発信に加え、「街づくり情報交換会」等の開催を
通じて地権者や周辺住民の皆様への情報提供・理解促進に取り
組むとともに、再開発準備組合に対しても、「ちとからプラ
ザ」等を通じて丁寧な対応が図られるよう必要な指導・助言を
行ってまいります。 



 

７８ 

⑦ 
・高層マンション建設に賛成である。地価の上昇や街の活性化

が見込める。古い街並みにこだわり過ぎず、より安全で暮ら
しやすくおしゃれな街に生まれ変わることを期待する。 

⑦ 
本地区計画においては、住環境に配慮しながら回遊性のある

魅力的な駅前商業空間の維持・増進を図り「駅南北の交流と
人々が集う魅力あふれるまち」の形成を目標に掲げ、千歳烏山
駅周辺全体の発展を目指しております。 

こうした中、京王線の連続立体交差事業による「開かずの踏
切の解消」と、これを契機とした南北交通の充実を図るための
補助２１６号線の整備、交通結節機能の強化を図るための駅前
広場の整備と市街地再開発事業を一体的に進めることにより、
各事業の効果を高め、街の発展にもつながるものと考えており
ます。 

区といたしましては、引き続き、皆様の理解と協力のもと、
まちの玄関口として「主要な地域生活拠点」にふさわしい活気
とにぎわいづくりの実現に向けた取組みを進めてまいります。 

（６）計画について 
① 
・市街地再開発事業の資金面の計画について、住民に対して説

明不足であり透明性に欠ける。 
② 
・現状を踏まえると、この再開発事業にいくらかかるのか。そ

こに３割の補助金が投入されるとのことだが、負の遺産にな
るとおおよそ分かっているものに多額の税金が使われてもい
いものか。街のインフラ整備に税金を投入した方がよいと思
う。 

 
 

（６）計画について 
①② 

市街地再開発事業の事業費等につきましては、今後、再開発
準備組合が、再開発組合設立に向けて基本設計等を行いながら
事業計画を作成していきます。事業計画につきましては、事業
の認可の手続きの中で、示される予定です。区としましては、
十分に精査され、千歳烏山駅周辺の発展に寄与する事業計画と
なるよう、引き続き再開発準備組合に対して求め、必要な指
導・助言を行ってまいります。 

なお、市街地再開発事業に係る補助金につきましては、市街
地再開発事業は都市計画法及び都市再開発法に基づいて、敷地
の統合による土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更



 

７９ 

新を図る公共性の高い事業であることから、補助制度がありま
すが、補助金の活用にあたっては、その公共的な効果や事業の
妥当性が前提となります。 

また、街のインフラ整備として進めている、京王線の連続立
体交差事業や補助２１６号線、駅前広場の整備につきまして
も、都市計画事業として補助金を活用し、整備を進めており、
これらのインフラ整備と市街地再開発事業の双方が、地域全体
の安全性や利便性の向上につながるよう、総合的な視点で取り
組んでまいります。 

③ 
・高層マンションの計画には反対する。どのようなターゲット

層を想定しているのかが分からない。 

③ 
地権者の生活再建者以外の住宅部分に係る再開発準備組合に

よるターゲット層の想定につきましては、主にファミリー世帯
を想定していると聞いております。 

（７）仕組みについて 
① 
・国土交通省が再開発の補助要件を見直し、再開発計画が令和

９年３月までに認可されないと条件が合わず補助を受けられ
ない案件となるため、急いでいるのではないか。街づくりで
はなく、一体型再開発をすること自体が目的になっているの
ではないか。 

② 
・数十年後には廃墟となることが予想される高層マンションの

建設に反対する。無駄な税金の投入にほかならず、住民の居
住権の侵害につながる恐れもある。 

③ 
・千歳烏山全体を対象として再開発事業の再検討等を行えば、

（７）仕組みについて 
①～④ 

駅前広場南側地区の街づくりは、平成２６（２０１４）年の
連続立体交差事業等の事業化を契機として、平成２６～２７
（２０１４～２０１５）年の地権者へのアンケートやヒアリン
グなどを通して、平成２８（２０１６）年から地権者の主体に
よる勉強会がスタートしました。区も支援をしながら限られた
駅前の土地の中で現位置再建を基本とした計画の必要性や実現
可能性について意見交換を積み重ね、再開発の検討が進めら
れ、再開発準備組合が令和７（２０２５）年に市街地再開発事
業等に関する準備組合案を区に提出しました。 

ご指摘のように、令和７年３月に国土交通省により「市街地
再開発事業等関連要綱の一部改正」が行われましたが、区で



 

８０ 

事業費を公共予算で扱える余地が広がり、地権者の負担も軽
減できる可能性があるのではないか。 

④ 
・国の再開発方針では、烏山の高層マンション計画は駆け込み

決定しないと補助対象外になる。補助金に頼らずとも成り立
つ事業を真剣に考えるべきではないか。高層マンションに将
来性があると考えるのは、浅薄な決定ではないか。 

 

は、再開発準備組合が検討を重ねてきた準備組合案を真摯に受
け止め、公共貢献や周辺環境への影響、上位計画や街づくりの
方針等との整合を確認した上で、主要な地域生活拠点にふさわ
しい活気とにぎわいづくりに寄与すると判断し、都市計画変更
の手続きを進めております。 

また、区としては、市街地再開発事業は、一体型再開発を行
うこと自体を目的とするものではなく、京王線の連続立体交差
事業による「開かずの踏切の解消」、駅前広場や補助２１６号
線の整備といった都市計画事業と連携しながら、交通結節機能
の強化、防災性の向上、回遊性のある歩行者空間の形成など、
街が抱える課題の解決を図るための手段の一つと考えていま
す。 

⑤ 
・数十年後には廃墟となることが予想される高層マンションの

建設に反対する。無駄な税金の投入にほかならず、住民の居
住権の侵害につながる恐れもある。 

⑥ 
・千歳烏山全体を対象として再開発事業の再検討等を行えば、

事業費を公共予算で扱える余地が広がり、地権者の負担も軽
減できる可能性があるのではないか。 

⑦ 
・国の再開発方針では、烏山の高層マンション計画は駆け込み

決定しないと補助対象外になる。補助金に頼らずとも成り立
つ事業を真剣に考えるべきではないか。高層マンションに将
来性があると考えるのは、浅薄な決定ではないか。 

⑤～⑦ 
ご指摘の市街地再開発事業に係る補助金につきましては、市

街地再開発事業は都市計画法及び都市再開発法に基づいて、敷
地の統合による土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の
更新を図る公共性の高い事業であることから、補助制度がござ
いますが、補助金の活用にあたっては、事業の公共性や妥当性
が前提となります。 

また、現在検討されている市街地再開発事業は、京王線の連
続立体交差事業等により街が大きく変化することを踏まえ、地
区内の地権者の方々が主体となって駅前広場整備に伴う、まち
の課題解決や生活再建を踏まえた都市基盤の再編とあわせ、都
市機能の更新を図る一体的なまちづくりとして検討が重ねられ
きたものです。 



 

８１ 

区としましては、京王線の連続立体交差事業による「開かず
の踏切の解消」と、これを契機とした南北交通の充実を図るた
めの補助２１６号線の整備、交通結節機能の強化を図るための
駅前広場の整備と市街地再開発事業を一体的に進めることによ
り、各事業の効果を高め、街の発展にもつながるものと考えて
おります。 

⑧ 
・地権者が取得する住戸面積や居住後の修繕積立金など詳細が

示されず転居の判断ができないとの声を聞いている。特に将
来的な費用については第三者機関が算出したものを示す必要
があると思う。 

⑧ 
各地権者が取得する住戸面積や修繕積立金などにつきまして

は、権利変換計画や管理計画に関わるものであることから、都
市計画決定後、再開発準備組合が、基本設計や事業計画などの
検討を進めていく中で、段階的に具体化され、地権者の皆様へ
お示しされるものと認識しております。 

いただいたご意見につきましては、再開発準備組合と共有い
たします。 

（８）社会状況について 
① 
・再開発を楽しみにしている。頓挫した他地区の轍を踏まない

よう願う。 
② 
・都市計画決定しても、事業が頓挫するようなことがあれば、

街の一部が⾧期間閉鎖されるなど、街全体が不利益を被るこ
とになる。 

③ 
・高層マンション建設に反対である。建築費高騰により販売価

格が高額になることを考えると、都心でもない千歳烏山で、
６００戸分の需要があるのか疑問である。結果として地価下

（８）社会状況について 
①～⑤ 

区では、建築費などの高騰など、市街地再開発事業を取り巻
く環境が大きく変化していることは認識しており、この社会経
済状況を十分踏まえる必要があると考えております。 

今後、再開発準備組合では、工事費や事業収支のみならず、
導入される公共的空間や防災機能が地域に果たす役割も含め、
総合的に精査した事業計画をまとめていくことになります。 

区としましては、十分に対策などを精査した事業計画と、そ
れを踏まえた丁寧な地権者の合意形成が図られるよう、引き続
き再開発準備組合に必要な指導・助言を行ってまいります。 

また、市街地再開発事業は、本来、公共性の高い取組みであ



 

８２ 

落を招く可能性もある。 
④ 
・近年の著しい建築費や資材の高騰、人手不足により、公共施

設の建設が各地で停滞している状況で、高層マンション建設
には膨大な費用がかかり、その費用に見合う地域へのメリッ
トも不明確である。また、限られた建築資材や人手を富裕層
向けマンションに投入することは公共性に欠け、必要なイン
フラへ資材を振り分けるべきである。 

⑤ 
・再開発事業を取り巻く環境が大きく変化したにも関わらず、

その影響やリスクについて地権者への説明が十分でないよう
に感じる。世田谷区には行政として指導・監督の立場から
「環境変化が地権者に与える影響の説明」と、「合意の再確
認」を準備組合に求める。 

ることが求められる事業です。 
本地区においては、この度の地区計画の変更により、誰もが

利用でき、回遊性のある魅力的で安全な歩行者空間や、にぎわ
いの創出に寄与する広場等の地区施設を位置づけることとして
おり、本市街地再開発事業の公共性が具体的に担保されると認
識しています。 

なお、区といたしましては、今後も公共施設や生活インフラ
の整備をはじめ、区民生活にとって必要な施策も着実に進めて
まいります。 

⑥ 
・高層マンションに伴う人口増加による、地価や固定資産税、

賃料の上昇は、⾧年平穏に暮らしている住民にとって新たな
負担となり大変迷惑である。また、再開発のために住民税が
上がるようなことは許容できない。 
 

⑥  
地価等の高騰につきましては、一般的に、高層マンションの

建設自体が直ちに結びつくものではなく、交通利便性、周辺環
境、土地利用の状況など、さまざまな要素に影響されるものと
されています。 

なお、住民税につきましても、再開発事業のみを理由に直ち
に引き上げられるものではなく、法令に基づき総合的に判断さ
れるものです。 

（９）商業環境について 
① 
・他地区を見に行ったが、貸店舗は半分ほどしか借り手がない

状態である。千歳烏山の店舗家賃は高額になると思われ、個

（９）商業環境について 
①～⑭ 

区では、令和３（２０２１）年６月に策定した「千歳烏山駅
周辺地区地区計画」において、駅南側の「商業地区Ｂ」につき



 

８３ 

人商店などは借りられなくなり、店舗が空くことで地権者が
負債を被ることが心配である。 

② 
・高層マンションに、どのような店舗が入ることを想定してい

るのか教えて欲しい。 
③ 
・駅ビルを建設するのであれば、今、区域内にあるスーパーマ

ーケットを必ずテナントに入れて欲しい。 
④ 
・高層マンション建設に賛成である。高層マンションの低層階

部分などには、大型ショッピングモールを入れて欲しい。 
⑤ 
・小規模店舗、特にテナントを借りて営業されている方の生業

は保障されるのか。 
⑥ 
・地価が上がり、大手チェーン店しか入れないとも聞くが、今

までの小さなお店もそのまま残れるのか。 
⑦ 
・千歳烏山駅前はどの世代にもニーズのある図書館のような公

共性のある施設が建つべきであり、その他には、ホビー教室
や飲食店、雑貨店、展望台、屋上庭園などの商業施設が望ま
しいと考える。 

⑧ 
・千歳烏山にはメジャーなチェーン店が少ないため、新たな商

業施設を契機に、買い物の利便性が高まると共に、魅力アッ
プにつながる店舗を誘致して欲しい。これまでになかったジ

ましては、補助２１６号線の整備に合わせ、魅力ある商業地の
形成及び建築物の敷地の統合を促進し、土地の合理的かつ適正
な高度利用と防災性の向上を目指すものとして位置づけており
ます。 

こうした中、当該地区において、地権者により構成される再
開発準備組合は、現位置での生活再建や駅南側地区におけるに
ぎわい創出に資する商業機能の導入、建物更新による防災性の
向上などを図るとともに、駅前広場用地の創出・整備、建築敷
地における広場や歩道状空地などの公共的空間の確保等により
建築可能な面積が制限される中で検討を進めてきました。 

市街地再開発事業に伴う建物低層部の商業部分につきまして
は、地権者で構成されている再開発準備組合には商店街の構成
員も含まれている中、千歳烏山に相応しい商業施設のあり方を
検討していますが、現時点で入居店舗等の詳細は決まっていな
いという状況です。 

また、ご意見にございます既存商店街への影響を踏まえつ
つ、地域に必要とされる業種や若者、ファミリーが集える機能
の充実、利用者の利便性の向上のほか、回遊性の確保は重要な
視点であると認識しております。 

なお、５つの商店街で構成されている千歳烏山商店街連合会
とも市街地再開発事業に関する検討状況の情報共有が図られて
いると伺っております。 

さらに、千歳烏山商店街連合会に設置されている街づくり委
員会では、商店街の街づくりの方針である「ちとから・まちづ
くりデザイン（令和４（２０２２）年４月策定）」の実現に向
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ャンルの店やトレンドを扱うショップ、園芸店など多様な店
舗が増えると街の活性化につながると思う。温泉、プール付
きのスポーツクラブ等が歩いて行ける所にあると嬉しい。 

⑨ 
・高層マンションよりも子どもを連れて行けるフードコートな

どの憩いの場を作ってくれた方が断然ありがたい。 
⑩ 
・高層マンションの商業施設について、個人商店がチェーン店

に置き換わることで烏山商店街の魅力を損ない、「駅前商店街
の維持・増進」の目的に反すると考える。準備組合は地元店
舗への影響なども分かっているのではないか。入居する店舗
が、新宿などで買い物を済ませる人々を千歳烏山へ引きつけ
られるのか。高層建築は、新住民と既存住民、新たな商業施
設と既存商店街とのつながりをうまく構築できない可能性が
高くヒューマンスケールのコミュニティへの影響があると思
う。 

⑪ 
・高層マンションの計画に賛成であり、次世代のために新しい

街づくりを希望する。街は常に変わり続け、世代交代してい
くものだと思うため、高層マンションの商業施設に人が集ま
る仕組みを作れるとよいと思う。健康的に若者やファミリー
が楽しめる場所があり、千歳烏山に遊びに行こうと思える駅
前作りをして欲しい。 

⑫ 
・商業施設階には、現実的に個人商店の入居はできないと思う。

千歳烏山を賑わいのある街にするには、独創的であったり、

けた取組みが進められており、区もこの活動を支援しておりま
す。 

区としましては、街づくり委員会と情報共有や連携が図られ
るよう、再開発準備組合に引き続き必要な指導・助言を行って
まいります。 

ご指摘の店舗家賃等の詳細につきましては、今後、再開発準
備組合による検討の熟度を高める中で決められることになりま
すが、いただいたご意見につきましては、再開発準備組合と共
有いたします。 
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他の地域には無い魅力を作る方が良い。 
⑬ 
・商業施設に総合支所などの区の施設が集まればとても助か

る。商業フロアには、ファーストフードやホームセンターな
ど、多様な店舗が入ると便利だと思う。 

⑭ 
・千歳烏山駅南口の再開発に賛成する。千歳烏山は個性的なお

店が多くある一方、チェーン店を排除してきた結果、仙川な
どに行かなければ生活が成立しない現実があり、これらを解
決することや「持続可能な街」を形成するためにも「外から
人を呼べるような街になること」が必要であり、そのために
再開発と高層マンションの建設は必須である。将来の千歳烏
山のためにも、今いる人たちが責任を持って千歳烏山の再開
発を推し進めるべき。 
 

（１０）投機目的について 
① 
・マンション価格も高騰しており、富裕層や投資目的の法人・

外国人による購入となり、地域に根づくとは考えにくい。地
域住民を犠牲にし、駅前の便利な広大な土地を投資家や不動
産会社のためになる高層マンション建設は許せない。 

② 
・高層マンションの建設には明確に反対する。投資目的に偏っ

た高層マンションは、地域に根づきにくく、住民同士のつな
がりも生まれにくいと感じているため、千歳烏山の将来世代
を見据えた街づくりの観点から、計画の見直しを求める。 

（１０）投機目的について 
①～⑧ 

実際に居住することを目的とせず、転売益を目的とした投機
的な住戸が多くなることによる地域コミュニティをはじめとす
る周辺への影響について、懸念があることは把握しており、国
では三大都市圏等でのマンション取引調査結果を受け、不動産
協会等関係団体と連携し、投機的取引の抑制に取組むとの動き
があります。 

区としましては、その動向を注視しながら、将来的な維持管
理や投資目的への懸念も踏まえ、再開発準備組合に対し必要な
指導・助言を行いながら、地域特性に配慮した持続可能なまち
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③ 
・投資目的による非居住住戸を抑制・排除する具体的な方策は

あるのか。 
④ 
・高額な高層マンションは投機目的で購入されることが多く、

実際に住まない所有者も多いため、一般住民が住めない上、
将来的な空洞化が懸念される。 

⑤ 
・高層マンションは、お金持ちや投資目的の外国人が入ってく

る印象がある。周りの場所には人は住めなくなり、街は大き
くなる。 

⑥ 
・高層マンションの建設に強く反対する。景観の悪化、投資目

的に偏った高層マンションは千歳烏山の親しみやすい印象と
はかけ離れており、従来の街の良さが失われマイナス面の影
響が強いと感じられる。 

⑦ 
・住宅価格が高騰し、人口が減少しているなかで、空き家が出

ることを懸念するため、建設の中止を求める。 
⑧ 
・千歳烏山の高層マンションには反対である。景観の悪化に加

え、投資目的の住宅供給に偏った開発では、地域コミュニテ
ィの希薄化や空室増加を招き、投資目的の外国人投資家の流
入や、治安悪化の懸念があり、受け入れられない。 

 
 

づくりに取り組んで参ります。 
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（１１）交通環境について 
① 
・高層マンション建設を含む再開発に反対である。京王線の千

歳烏山駅は既に通勤・通学時の混雑が深刻であり、高層マン
ション建設で人口が増加すれば、満員電車や駅ホームの混雑
などに大きな負担がかかり、利用者の利便性や安全性を著し
く損ない、連続立体交差事業の効果を相殺しかねない。この
問題の解決なしに急激な人口増加を認めるべきではない。 

② 
・商店街を中心に人のつながりが生まれる温かい街だが、人口

過多により歩行者・自転車・車が混在して危険な状況であ
り、高層マンションでさらに人口が増えることで、駅やバス
停の乗降客が急増し、朝夕の通勤・帰宅時間帯には混乱が生
じる恐れがあり、住民の安全な生活を守るという基本的な視
点が欠けているため、地区計画の変更（原案）に反対する。 

③ 
・千歳烏山に高層マンションの必要性が分からない。既に人口

が増加しており、交通機関の混雑など、住みにくさを感じて
いる。地域住民の生活を何だと思っているのか怒りを感じ
る。 

④ 
・高層マンション完成後、休日の日中は人口増になるかもしれ

ないが、その出入りを周辺道路で対応できるのか。 
⑤ 
・１０階建て程度までの商業施設と住居を建てるのであれば受

け入れるが、単に人が増えて電車や道路の混雑が増えただけ

（１１）交通環境について 
①～⑥ 

京王線の連続立体交差事業、補助２１６号線及び駅前広場の
各都市計画事業は、現在、令和１３(２０３１)年３月を事業期
間として、東京都及び区がそれぞれ取組みを進めています。 

こうした中、再開発準備組合では、市街地再開発事業に伴い
増加する利用者による鉄道・バスへの影響を検証しており、市
街地再開発事業による利用者増加分の影響は限定的であると伺
っています。 

また、再開発準備組合では、京王線の連続立体交差事業、駅
前広場、補助２１６号線の都市計画道路事業の完成を前提とし
て、将来、市街地再開発事業の建物により生じる交通量を踏ま
え、周辺の交通影響をシミュレーションしており、周辺交差点
において車両の渋滞発生など、交通処理に問題がないこと、快
適な歩行環境も確保できる検証結果であると伺っています。 

引き続き、区として東京都及び京王電鉄とも情報共有を図り
ながら、市街地再開発事業による影響を確認してまいります。 
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で、混雑による魅力の低下につながるだけである。 
⑥ 
・商店街や道路の整備に関しては賛同するが、高層マンション

建設の必要性が分からない。既に人口増加により交通機関の
混雑など住みにくさを感じている。バランスの良い住環境を
作ることの妨げになるので、人口を密集させるべきでない。 

（１２）その他 
① 
・高層マンションや補助２１６号線の工事に伴う渋滞・振動・

騒音への対策について、近隣住民として説明を受けていな
い。 

② 
・再開発事業の工事中は、⾧期間封鎖され、騒音や資材搬入等

が生じるが、規模や対策の説明がされていない。また、地下
掘削の計画深度、周辺住宅への影響、地下水等への影響が計
測されておらず、揺れや地盤が心配である。 

③ 
・北烏山にある高層マンション建設に際しては、工事車両の騒

音、排気ガス、廃熱などにより、住環境が悪化した。本高層
マンションの建設の際も、準備から建設完了までの様々な人
や物の出入り、ロジスティックスを地域社会や道路交通イン
フラに負荷をかけない形で行うことは可能なのか。区の見解
を教えて欲しい。 

④ 
・商店街や昔から烏山に住んで守り続けてきた方達からすれ

ば、建設中、工事音が鳴り響いた街で暮らすなんて絶対に嫌

（１２）その他 
①～④ 

高層マンションの工事に係る工事車両の動線などの施工計画
や、工事に伴う交通渋滞や騒音、振動等への対策につきまして
は、事業主体である再開発準備組合が今後検討し、適切な時期
に公表していくことになります。 

また、補助２１６号線は区の事業となりますが、工事にあた
りましては、整備段階において、近隣住民への事前周知等を行
います。ご意見は関係部署と共有いたします。 

区としましては、高層マンションの工事に係る周辺住民等の
皆様への丁寧な説明や安全対策が十分に講じられるよう、引き
続き、再開発準備組合に対し、必要な指導・助言を行ってまい
ります。 
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だと思う。何より大事なのは住民を守ること、烏山を守り続
ける為に、何年も人の力をかけて高層マンションを建てるこ
とは反対である。 

⑤ 
・交通アクセスの利便性、高層階からの眺望については、セー

ルスバリューが高いことにつながる。準備組合に対して２０
階より上層の東西南北の眺望シミュレーションを提出するよ
う伝えて欲しい。 

⑤ 
いただいたご意見につきましては、再開発準備組合にお伝え

し、共有いたします。 

⑥ 
・再開発に反対する住民の土地を、賛成多数を理由に強制的に

取り上げることは、財産権や居住権を侵害する重大な問題で
あり、再開発事業は絶対に中止すべきである。京王線高架化
で立ち退きを迫られているため、再開発事業に必死で反対す
る人々の痛みがよく理解できる。いかに「街づくり」を掲げ
ても正当化できない。 

⑥ 
再開発準備組合につきましては、地権者の約７割の加入のも

と再開発準備組合の設立に至っております。 
こうした中、区としましては、できるだけ多くの方のご理解

と同意のもとで事業が進められることが重要であると考えてい
ることから、ご意見につきましては、再開発準備組合とも共有
し、より多くの方に同意していただけるよう再開発準備組合に
対して求め、引き続き必要な指導・助言を行ってまいります。 

２－２ 京王線連続立体交差事業に関するもの 
① 
・京王線の連続立体交差事業が進んでいるが、「新しい高架」

こそが街の新しい公共空間になるべき。たとえばＪＲ中央線
の武蔵境から国立間に見られるように、高架下を暗い空間に
せず、歩行者優先の緑豊かな散歩道や地域に開かれた店舗と
して整備することで、南北の分断を防ぎ、むしろ街を一体化
させた事例がある。 

２－２ 京王線連続立体交差事業に関するもの 
① 

ご指摘の京王線の連続立体交差事業に伴い生まれる高架下の
空間の活用につきましては、関係機関と情報共有させていただ
きます。 

② 
・区の説明会に複数回出席し、懸念すべき点があるため現行計

② 
京王線の連続立体交差事業に伴う環境への影響については、
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画の見直しを求める。本計画は、京王線連続立体交差事業、
都市計画道路補助２１６号線整備、駅前広場整備の 3 つが
セットになって進められる事業と認識しているが、「開かず
の踏切解消」を標榜する京王線連続立体交差事業と都市計画
道路補助２１６号線整備事業とが、南北交通の「円滑化」に
資する印象を与えるが、京王線連続立体交差事業は、高架化
により北側にとって日影等の影響がどのように検証されてい
るのか。 

環境影響評価法に基づき、予測・評価を実施しております。 
日照阻害については、供用後の鉄道施設の存在により、事業

区間の北側に日影が生じるため、環境保全措置として関連側道
等を設けます。これにより、「建築基準法」及び「東京都日影
による中高層建築物の高さの制限に関する条例」に基づく基準
との整合が図られます。 

２－３ 駅前広場、補助２１６号線に関するもの 
① 
・駅前広場に公共トイレが欲しい。また、広場として、座れる

ベンチがいくつもあると良い。 
 

２－３ 駅前広場、補助２１６号線に関するもの 
① 

駅前広場につきましては、区が事業を進めていますが、その
進捗状況等を踏まえながら、駅前広場の具体的な設計等を行っ
ていきます。 

このことから、いただいたご意見につきましては、区の関係
部署と共有いたします。 

② 
・補助２１６号線の整備事業によって整備される道路の車両等

による交通量に起因する近隣の大気等環境への負荷や歩行者
等の安全で快適な歩行環境がどのように確保されるのか。 

② 
補助２１６号線は、計画幅員を１６ｍとする都市計画道路で

あり、歩道と車道を分離する予定です。また、歩道につきまし
ては、誰もが安全で快適に通行できるユニバーサルデザインに
配慮したものになります。 

新たな自動車交通による居住環境への影響については、極力
低減するよう、低騒音舗装の採用や街路樹の整備など、整備の
段階で様々な工夫を行います。なお、一般的には、道路整備に
よる渋滞の緩和により、二酸化炭素排出量の低減効果があると
考えております。 
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③ 
・駅前交通広場計画によって現在の混乱が生じており、その責

任は世田谷区にもある。子育てステーションや駐輪場として
検討されていた区有地は本来もっと有効活用すべきで、そも
そも交通広場が本当に必要なのか疑問である。どの路線バス
が使うかも未定のまま駅前広場を先に作る計画には問題があ
るため、見直しをすれば、移転を迫られている店舗などがそ
のまま残れると考えている。 

③ 
駅前広場につきましては、京王線の連続立体交差事業による

「開かずの踏切解消」を契機として、駅周辺に位置しているバ
スやタクシー乗り場を集約し、交通結節機能の強化を図るだけ
でなく、災害時の防災拠点やにぎわい集うことのできる空間を
確保することができることから、平成２４（２０１２）年に都
市計画決定し、事業を進めております。 

駅南側の街づくり用地につきましては、ご指摘の通り、現
在、自転車駐輪場や子育てステーションとして活用しており、
代替施設の早期の確保が困難な状況ではありますが、あっせん
可能な範囲から段階的に道路事業の代替地として活用する方針
としています。 

補助２１６号線及び駅前広場が完成した後のバス路線や運行
の詳細につきましては、今後、バス事業者など、関係事業者と
の協議を経て検討していくこととなります。 

区としましては、地区計画に定める回遊性のある魅力的な駅
前商業空間の維持・増進を図り、「駅南北の交流と人々が集う
魅力あふれるまち」の実現に向けて、京王線の連続立体交差事
業や市街地再開発事業の進捗状況も踏まえながら、補助２１６
号線の整備に合わせ、引き続き、事業期間内の完成を目指し、
事業を進めてまいります。 

④ 
・大きなバスロータリーを整備し、羽田空港への直通リムジン

バスなど、路線バス以外のバスも乗り入れられる街にして欲
しい。 

④ 
ご指摘のバスロータリーの整備による路線バス以外の乗り入

れにつきましては、ご意見として承り、関係部署とも共有しま
す。 
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⑤ 
・補助２１６号線は京王線南側だけの行き止まり道路で、タク

シー、バス、高層マンション居住者専用道路にしかならな
い。高層マンション建設のために急いで立ち退かせるのは不
公平である。実際には駅への距離も遠回りとなるため、補助
２１６号線を使うのは、東側住民に限られる。 

⑥ 
・商店街をバスが通ると、歩行者や自転車の危険性が増すので

はないか。千歳烏山駅の駅前広場を交通結節点とする計画だ
が、都市計画道路補助２１６号線は北側が未整備であり、南
側だけが行き止まりの状態であり、現状の旧甲州街道を通る
バスをどう誘導する予定なのか。 

⑤⑥ 
ご指摘の駅前広場へのバスの誘導につきましては、補助２１

６号線側からの車両の進入を予定しており、商店街の通りにバ
スを誘導することは想定しておりません。 

補助２１６号線につきましては、区内南北方向を結ぶ重要な
都市計画道路として、現在、京王線の南側だけではなく、北側
の「旧甲州街道」から「はっけん通り」までの約３７０ｍ区間
において区が事業を進めているところです。 

本路線は、特定の利用者のための道路ではなく、地域全体の
交通の円滑化や安全性の向上を目的とするものです。 

京王線の連続立体交差事業及び補助２１６号線の整備によ
り、南北の地域の一体化や、現在、駅前通りを通行している通
過交通の分散が図られ、歩行環境の改善につながると考えてお
ります。 

２－４ その他 
（１）気候変動について 
① 
・異常気象による猛暑、豪雨被害が年々増えているため、先を

見越した気候変動に対応できる街を期待している。 
② 
・高層マンションの建設について、温暖化等の気候危機への影

響や地球環境が大きく変化する２０３０年に向けた気候危機
対策への貢献が十分に検討・説明されていない。また、地震
への対応、インフラへの影響などを考える必要がある。 
二酸化炭素排出量を増やさず持続可能な暮らしを実現するこ
とが急務であり、この市街地再開発事業は、道路、環境等マ

２－４ その他 
（１）気候変動について 
①② 

区では、深刻化する気候危機の状況を踏まえ、令和２（２０
２０）年１０月には「世田谷区気候非常事態宣言」を行い、２
０５０年までに区内の二酸化炭素排出量実質ゼロをめざすこと
を表明しました。 

また、令和５（２０２３）年３月には区民・事業者の皆様と
区が気候危機の問題を共有し、気象災害から区民の皆様の生命
と財産を守る取組みと、二酸化炭素の排出を削減し気候変動を
食い止める取組みを一層進めるため、「世田谷区地球温暖化対
策地域推進計画」を策定し、様々な取組みを進めています。 
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イナス面の方が多い。高層マンション建設には反対する。 さらに、近年の局所的集中豪雨に対処するために「世田谷区
豪雨対策基本方針」及び「世田谷区豪雨対策行動計画（改
定）」を策定し、「水害に強い安全・安心のまち世田谷」の実現
を目指し、豪雨対策を一層推進しております。 

市街地再開発事業による建築計画につきましては、建築基準
法の関係法令に基づく安全性の確保はもとより、国や東京都の
厳格な制度において、省エネルギー性能の向上や再生可能エネ
ルギー活用、緑化の推進等、環境負荷の低減に向けた取組みが
求められます。 

また、区では、環境に大きな影響を及ぼすおそれのある事業
（開発事業等）を実施しようとする事業者に対しまして、環境
負荷の低減や公害の防止、環境の保全・開発及び創出に努めて
いただくために、環境配慮制度に基づく事前協議を行っており
ます。 

具体的な環境性能や設備計画については、再開発準備組合が
主体となり今後整理されていくことになりますが、区としまし
ては、いただいたご意見の主旨を踏まえ、持続可能性や地域環
境への配慮が十分図られる計画となるよう、再開発準備組合に
対し、引き続き必要な指導・助言を行ってまいります。 

（２）公共施設について 
・高層マンションは不要である。街の景観が損なわれるほか、

区は保育園の入園倍率が高く、既に待機児童問題が深刻な
中、高層マンションによる急激な人口増加により、さらに保
育園や学校の教室・教員不足が懸念される。急激な児童増加
による、教育現場での対応や通学路の安全対策も懸念され、
保育園や小中学校、公共サービスの受け入れ体制について十

（２）公共施設について 
人口増加に伴う保育園や小学校等の受け入れ体制、通学中の

子どもの安全確保については、区としても重要な課題であると
認識しております。 

区では、保育の需要見込みを踏まえた保育の定員の確保を図
っており、この間の保育の需要量の増加を踏まえ、現在新規保
育施設の整備等の対策に取り組んでいるところです。今後、烏
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分な検討と先行的対応が必要である。 山地域の人口の変動等に伴い、保育の需要が増加することが見
込まれる場合は、引き続き保育の定員確保のための対策に取り
組んでまいります。 

また、教育委員会では、大規模集合住宅等の建設も加味した
児童・生徒数推計を踏まえて、教室の確保等、対応していると
ころであり、本件についても、関係部署と連携しながら課題を
整理・検討してまいります。 

通学路の安全対策につきましては、学校・地域・関係機関と
連携し、交通安全対策に取り組みながら対応してまいります。 

区としましては、ご指摘の保育園や小中学校、公共サービス
の受け入れ体制も含めまして、引き続き、地域の皆様が安心し
て暮らせる環境づくりに努めてまいります。 

（３）商業環境について 
① 
・千歳烏山は、区民センターが駅近で商店街の中心にあること

が特徴である。区が商工会を支えていける街作りを行い、商
工会とタッグを組んで特徴のあるイベントを開催して欲し
い。 

（３）商業環境について 
① 

区では、区と商店街等が連携しながら、特色あるイベントを
積極的に展開していくことは、街のにぎわいづくりに大きく寄
与するものと考えており、千歳烏山駅周辺の５商店街は、令和
元（２０１９）年１１月に商店街相互の発展や団結力の強化と
商業振興を目的として、「千歳烏山商店街連合会」が結成され
ました。さらに、この機会を捉えて商業者が連携し、駅周辺の
南北が一体となった活気と魅力のある、さらなる街の発展につ
なげることを目的として同年１２月に「街づくり委員会」が設
置され、区では、これを支援しております。 

また、街づくり委員会と区がタッグを組んで自転車の交通安
全の普及などのイベントを実施しています。 

いただいたご意見につきましては、千歳烏山商店街連合会等
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とも情報共有し、引き続き、街づくり委員会とイベントなど
様々な連携を図りながら街づくりを推進してまいります。 

② 
・千歳烏山らしい街づくりとして、将来の異常気象などを考

え、南側の商店街と北側の商店街をアーケードにすることを
提案する。 

② 
いただいた南側の商店街と北側の商店街をアーケードにする

というご意見につきましては、千歳烏山商店街連合会とも共有
いたします。 

（４）その他 
① 
・不動産会社や建設会社は、街の将来のことを考えていない。 

（４）その他 
① 

準備組合案は、地区計画や地区街づくり計画に掲げる街の将
来像や目標を踏まえ、地域課題の解決に向けた魅力的な駅前の
実現のため、再開発準備組合が検討を重ね、区へ提出したもの
です。 

区としましても、準備組合案が地区計画等に定める目標の実
現に資する計画として、誰もが利用でき、回遊性のある魅力的
で安全な歩行者空間や、にぎわいの創出に寄与する広場等の地
区施設を位置づけることとしており、市街地再開発事業の公共
性が具体的に担保されると認識しています。 

なお、市街地再開発事業において、事業協力者（不動産会
社・建設会社）は、地区計画や関係法令等などを遵守した上
で、安全性の確保、住環境への配慮、周辺との調和など、将来
にわたる街への影響を十分に考慮しながら進めることが求めら
れています。 

引き続き、千歳烏山駅周辺の街の将来像の実現に向け、再開
発準備組合に対し必要な指導・助言を行ってまいります。 
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② 
・高層マンションの計画を推し進めるよりも、空家問題をどう

にかして欲しい。 

② 
区では、令和６（２０２４）年３月に「世田谷区空家等対策

計画（第２次）」を策定し、管理不全な空家等への対応や空家
の利活用など、空家等対策を推進しております。ご意見につき
ましては関係部署と共有いたします。 

③ 
・これを機に世田谷区も高層マンションの規制条例を作らない   

か。 
④ 
・他の自治体では将来的に廃墟で廃棄物と化す高層マンション

規制の都市開発をしていると聞く。 
 

 

③④ 
高層マンションの規制条例につきましては、神戸市等におけ

る先進事例があることを把握しております。 
これらの事例は、それぞれの自治体固有の都市構造や課題を

背景に検討し、自治体ごとに導入されたものです。 
区では、地区ごとの特性やまちの将来像を踏まえ、地区計画

や地区街づくり計画等の制度を活用しながら、地域特性に応じ
た街づくりを進めています。 

⑤ 
・烏山北口にある１００ｍマンションは、景観を台無しにして

いる。 

⑤ 
ご指摘のマンションにつきましては、ご意見として承りま

す。 
⑥ 
・風害や景観について、武蔵小杉など他地区の高層マンション

では、交通アクセス抜群で周辺施設も充実している人気エリ
アだが、短期間での人口急増は駅改札口の混雑やエレベータ
ーの待ち時間等のインフラ整備が追いついていない面や、台
風によるビル地下室の浸水や停電、強風対策や景観維持のた
め洗濯物が干せないこと等の高層マンション特有の不便な点
がある。 

⑥ 
再開発準備組合では、市街地再開発事業に伴い増加する利用

者による鉄道・バスへの影響を検証しており、再開発事業によ
る利用者増加分の影響は限定的であると伺っています。 

ご指摘の高層マンション特有の不便な点のご意見は、再開発
準備組合にお伝えいたします。 


